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岩 出 市 一 般 会 計 決 算 状 況
平成 27 年度

　岩出市では、市民の皆さまに納付いただいた税金等がどのように使われているのかをご理解いただくために、

年２回財政状況についてお知らせしています。

　今回は平成 27 年度の一般会計決算状況についてお知らせします。　問　財務課　☎ 62-2141（内線 363）

歳入歳出決算の概要

歳入総額
175 億 3,025 万円

（対前年 9 億 348 万円増）

歳出総額
169 億 8,243 万円

（対前年 11 億 8,881 万円増）

市民 1 人当たりの決算額

　歳入歳出差引は 5 億 4,782 万円の黒字となり、その内の 1 億 1,059 万円は平成 27 年度

の繰越事業費の財源として繰り越され、残りの 4 億 3,723 万円は実質収支として平成 28

年度に繰り越されます。

歳　入 326,484円

歳　出 316,282円

預　金 105,910円

借　金 147,627円

人口（H28.3.31時点） 53,694人

議会費 総務費 民生費 衛生費 農林業費 商工費

土木費 消防費 教育費 災害復旧費 公債費 諸支出金
3,222 円 27,981 円

35,811 円 12,245 円

109,431 円 48,071 円

27,780 円 0 円

2,364 円 9,112 円

17,631 円22,633 円0 円

27,981 円

市税

55 億 3,953 万円

地方交付税

33 億 8,417 万円

国県支出金

40 億 2,130 万円

市債
7 億 2,686 万円

その他

38 億 5,839 万円

民生費

58 億 7,580 万円

衛生費

25 億 8,114 万円

土木費

19 億 2,285 万円

教育費

14 億 9,161 万円

公債費

12 億 1,525 万円

その他

38 億 9,578 万円

31.6％

19.3％

22.9％

4.1％

22.0％

34.6％

15.2％

11.3％

8.8％

7.2％

22.9％

歳入歳出差引

5 億 4,782 万円

障害者総合支援給付費
等 に よ り 対 前 年 1 億
5,625 万円の増

社会資本整備による道
路 新 設 改 良 事 業 等 に
より対前年 1 億 1,551
万円の増

障害者総合支援給付費
や生活保護費などの社
会保障関係費、社会資
本整備総合交付金等に
より対前年 3 億 8,969
万円の増

商工費において、根来
寺周辺等の観光促進事
業拠点整備や消費喚起
型の地域住民生活等緊
急支援交付金事業等に
より対前年 3 億 2,841
万円の増
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●健全化判断比率
　各指標については以下のとおりとなり、実質赤字比率、連結実質赤字比率及び将来負担比率は昨年度同様「なし」で、

実質公債費比率は 0.1 ポイント増加し、3.3％となりました。

指標 内容 岩出市
実質赤字比率 一般会計を中心とした赤字の割合 なし

連結実質赤字比率
一般会計のほか、特別会計及び企業会計も含め
た赤字の割合 なし

実質公債費比率 年間の借金返済額の割合 3.3％
将来負担比率 将来に負担が見込まれる負債（借金など）の割合 なし

早期健全化基準
13.46％

18.46％

25.0％

350.0％

※早期健全化基準を上回ると、財政健全化に向けた取組を進めなければなりません。
※実質赤字比率及び連結実質赤字比率は赤字が生じていないため、また、将来負担比率は充当可能財源等の額が将来負担額を  
　上回るため算定されないことから、それぞれ「なし」と表示しています。

●その他の指標
　財政力指数　0.62

　標準的な行政サービスを提供するた

　めのお金を市税等の市が単独で収入

　できるお金で賄える割合。

経常収支比率　82.9％

借金の返済などの義務的な費用に、市

税等の経常的なお金が使われる割合

で、比率が低いほど財政にゆとり・柔

軟性があることを表します。

和歌山県
9 市中

2 位
平均 0.52

和歌山県
9 市中

1 位
平均 93.1％

●預金（一般会計基金残高）の推移 ●借金（一般会計地方債残高）の推移

●今後の見通し
　預金については今後予定されている事業や増加し続ける社会保障関係費などにより、取り崩さざるを得ない状況が想定

されます。一方、借金については着実に減少していくことが見込まれます。

～　用　語　説　明　～

・ 市税：市民の皆様に納付いただく税金

・ 地方交付税：所得税・消費税・酒税などの国税  

   のうち、一定割合を市町村に交付される交付金

・ 国県支出金：道路整備等の事業費や老人医療・ 

   児童手当の給付費等に対し、国や県が一定割合 

   を負担補助する補助金

・ 市債：事業などで多額の資金が必要な時に、国 

   や金融機関から受ける融資

・ 議会費：市議会の活動に要する経費

・ 民生費：高齢者・障害者福祉、児童手当、保育 

   所運営など福祉向上に要する経費

・衛生費：検診、母子保健事業、ごみ収集処理な

   どの経費

・ 農林業費：農林業振興、水路改修などの経費

・ 商工費：産業振興費、観光対策などの経費

・土木費：道路、河川、公園など公共施設の建設  

   整備の経費

・ 消防費：防災訓練など、予防啓発、初期消防活 

   動などに要する経費

・ 教育費：学校教育、生涯教育などに要する経費

・ 災害復旧費：災害が発生した時に要する経費

・ 公債費：市債の返済に要する経費

・ 諸支出金：事業を継続的に行っていくための基

   金への積立等に要する経費

財政指標の状況

預金、借金の状況

通常の償還に加え、 繰上
償還を実施したため、 対
前年 3 億 8,702 万円の減

平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度

平成 28 年度以降に行われる事業
に充てるため、また不測の事態に
備えるために積立を行い、対前年
4 億 994 万円の増

56 億
8,674 万円47 億 49 億

3,843 万円

53 億
8,090 万円

52 億
7,680 万円

3,312 万円

91 億
2,257 万円

79 億
2,667 万円

89 億
4,788 万円 86 億

2,729 万円 83 億
1,369 万円
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●部門別職員数の状況（各年４月１日現在）

●一般行政職の級別職員数等の状況

岩 出 市 職 員 の 給 与 等 の 現 状

議会   総務
  企画 税務 民生 衛生   農林

  水産 商工 土木 一般行政
部門計 教育 水道 下水道 その他 総合計

平成 27 年 3 53 20 88 36 9 3 18 230 36 15 13 23 317

平成 28 年 3 47 20 91 38 8 4 19 230 38 15 15 24 322

職務の級 標準的な職務内容 職員数

7 級 理事、部長及び局長の職務 7 人

6 級 次長及び課長の職務 15 人

5 級 副課長の職務 26 人

4 級 課長補佐の職務 16 人

3 級 係長の職務 31 人

2 級
高度な知識と経験を必要と
する業務を行う職務

45 人

1 級 定型的な業務を行う職務 51 人

岩出市職員の給与等の現状および人事行政の運営状況はウェブサイトでご覧になれます。（http://www.city.iwade.lg.jp/）

●人件費の状況

歳出総額 16,965,352 千円
人件費 2,169,959 千円

人件費以外 14,795,393 千円

人件費率 12.79％

●ラスパイレス指数   （注）の状況（平成 27 年 4 月 1 日現在）

●職員（一般行政職）の初任給

区分 岩出市 和歌山県 国
大学卒 176,700円 183,300円 176,700円
高校卒 144,600円 149,000円 144,600円

岩出市 95.6 和歌山県 99.2 全国市平均 98.7

（単位：人）

（平成 28 年 4 月 1 日現在） （平成 27 年度普通会計決算）

（注）人件費は、一般職の給与、共済費、特別職の給与、各種委員報酬等の
　　  普通会計に属する部分について集計したものです。

（注）ラスパイレス指数とは、国家公務員の給料水準を 100 としたときの
　　  地方公務員の給料水準を示したものです。
　　  数値が低いほど、人件費を抑制しているといえます。

（注）標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当
　　 する代表的な職務を表しています。

（平成 28 年 4 月 1 日現在）

●職員の平均年齢、平均給料月額

区分 職種 平均年齢 平均給料月額

岩出市
一般行政職 39.6歳 292,100円

技能労務職 49.1歳 274,000円

和歌山県
一般行政職 43.5歳 333,359円

技能労務職 55.6歳 331,016円

（平成 28 年 4 月 1 日現在）

（注）技能労務職については、給料表の 3 級までを運用し、給与
　　  の抑制をしています。

●職員の期末手当・勤勉手当

区分 期末手当
（平成 27 年度支給割合）

勤勉手当
（平成 27 年度支給割合）

合計

6 月期 1.225（0.65） 0.75（0.35） 1.975（1.00）
12 月期 1.375（0.8） 0.85（0.4） 2.225（1.20）

職制上の段階、職務の級等による加算措置：　有

（単位：月）

（　）内は、再任用職員に係る支給割合です。

●職員の退職手当

区分 自己都合 定年・応募認定
勤続 20 年 20.445月分 25.55625月分
勤続 25 年 29.145月分 34.5825月分
勤続 35 年 41.325月分 49.59月分
最高限度額 49.59月分 49.59月分

退職時特別昇給 無
その他加算措置 定年前早期退職特例措置（2～45％加算）

（平成 28 年 4 月 1 日現在）

●特別職の報酬等

区分 月額 期末手当
（平成 27 年度支給割合）

給料
市長 750,000円

3.15月分副市長 620,000円
教育長 560,000円

報酬
議長 440,000円

4.20月分副議長 390,000円
議員 360,000円

（平成 28 年 4 月 1 日現在）



【市民憲章】健やかで生きがいをもつ市民になりましょう5　　広報いわで　2016・12 【市民憲章】健やかで生きがいをもつ市民になりましょう

トピックス

表  　彰 （敬称略）

休日や夜間に利用可能な病院
【那賀休日急患診療所】

紀の川市東大井 350　☎ 77 ‐ 6410

◆診療科目　内科・外科（外科については夜間を除く。）

◆診療時間　

　午前９時～正午、午後１時～４時 30 分、午後８

時～ 10 時（夜間は 12 月 10 日（土）～平成 29 年

3 月 12 日（日）まで）

【和歌山県救急医療情報センター】

　365 日 24 時間対応。近くの医療機関の案内があ

ります。☎ 073 ‐ 426 ‐ 1199

【和歌山市夜間・休日救急診療センター】

　( 夜間・休日診療 )　☎ 073 ‐ 425 ‐ 8181

問　保健推進課  ☎ 61 ‐ 2400

　市役所の一般事務は、12 月 29 日（木）から 1 月 3 日（火）まで休業します。

　1 月 4 日（水）からは、通常どおり事務を行います。　　　　　　　　　　　　　問　岩出市役所  ☎ 62 ‐ 2141

年末年始の市役所事務について

【法務大臣感謝状】
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子
【近畿地方更生保護委員会委員長感謝状】
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おめでとうございます。第 27 回危険業務従事者叙勲

【瑞宝双光章】
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岡　髙
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良
（警察功労／元  和歌山県警部）
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昭
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【和歌山保護観察所長感謝状】
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【和歌山県更生保護女性連盟会長表彰】
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【近畿地方保護司連盟会長表彰】
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【和歌山県保護司会連合会会長表彰】
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良

年末年始のバス運行について
【岩出市巡回バス】【紀の川コミュニティバス】

　12 月は通常どおり運行します。

　どちらも 1 月 1 日（日）から 3 日（火）まで運

休します。

【大阪方面路線バス（岩出樽井線）】

　12 月 29 日（木）から 1 月 3 日（火）まで土曜・

休日用ダイヤで運行します。

　上記期間は、初詣等による交通渋滞が発生し、運

行の遅延が予想されます。ご迷惑をおかけします

が、ご理解とご協力をお願いいたします。

問　和歌山バス那賀株式会社　☎ 75 ‐ 2151

　　岩出市役所　総務課 　総務係  

　　☎ 62 ‐ 2141（内線 131）

更生保護女性会

保護司会
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月 日 曜 可燃物ごみ 不燃物ごみ 資源ごみ 持込ごみ

12

月

21日 水 東側

　午前8時から午後3時まで受け付け

ます。

　上記受付時間以外の受け付けでき

ませんのでご注意ください。

22日 木 東側 西側
23日 金 西側 東側
24日 土
25日 日
26日 月 東側
27日 火 西側
28日 水 西側
29日 木 東側
30日 金 市内全域
31日 土

　12月31日（土）から1月3日（火）までの4日間、クリーンセンターは休業

いたします。ごみ収集は1月4日（水）から平常どおり開始いたします。  
1

月

1日 日
2日 月
3日 火
4日 水 東側
5日 木 東側 西側
6日 金 西側 東側

市民の皆様へ

年末・年始のごみの収集と持ち込み受付日程表

年末・年始のごみ収集は次のとおりです

年内収集最終日

可燃物ごみ 市内全域 12月30日（金）

不燃物ごみ
東側 12月21日（水）
西側 12月28日（水）

資源ごみ
東側 12月23日（金）
西側 12月22日（木）

持込ごみ
受付

12月19日（月）から
30日（金）まで

時間
午前8時から
午後3時まで

持込ごみ受付時間
（1月4日以降）

一般
月曜日から金曜日（午前8時30分から正午まで）
土曜日（午前8時30分から午後3時まで）

事業者及び事業所
月曜日から金曜日（土曜日は搬入できません。）
午前8時から午後4時まで（計量完了）

1 月 4 日（水）から平常どおりの収集および持込の受付となります。

　年末年始のごみ収集や持込ごみについては、岩出クリーンセンター（☎ 62 ‐ 0814）までお問い合わ

せください。

　毎年 12 月は各家庭からのし尿収集の申込みが集中するため、那賀衛生センターでは短期間に

大量のし尿を処理しなければなりません。施設に無理が生じて住民の皆さまに大変なご迷惑をお

かけする恐れがありますので、し尿の計画収集にご協力を賜りますようお願い申し上げます。

◎年末年始の受付業務休止日　

　12 月 29 日（木）～平成 29 年１月 3 日（火）

　　　　　　　　　　　　　　　　問　生活環境課  廃棄物対策係　☎ 62 ‐ 2141（内線 197）

年末のし尿汲み取り申込み

◎県道泉佐野岩出線　「東側」　◎県道泉佐野岩出線　「西側」
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岩出市選挙管理委員会☎ 62-2141（内線 123・125）

岩出市議会議員一般選挙のお知らせ
　平成 29 年２月 14 日の任期満了に伴う岩出市議会議

員一般選挙の選挙期日等の日程が次のとおり決まりまし

た。

○選挙期日
　平成 29 年１月 29 日（日）

○選挙期日の告示日
　平成 29 年１月 22 日（日）

総務課  人事係☎ 62-2141（内線 129）

平成 29 年度採用

○募集区分（平成 29 年 4 月採用）

　技能労務職（調理員）　　　　　　１名

○受付期間
　・持参　12 月 1 日（木）から 12 月 9 日（金）まで

　　　　　（平日：午前９時～午後 5 時）

　・郵送　12 月 9 日（金）までの消印有効

○試験日・場所
　一次試験（作文・面接）

　平成 29 年 1 月 11 日（水）

　岩出市役所

※一次試験（作文・面接）のみの試験となります。

〈立候補予定者説明会〉

○日時
　平成 28 年 12 月 22 日（木）　午後１時 30 分から

○場所
　市役所　３階　第６会議室

　詳しくは、市選挙管理委員会事務局までお問い合わせ

ください。

岩出市職員採用試験を実施します
○受験資格
・技能労務職（調理員）

　昭和 61 年 4 月 2 日から平成 10 年 4 月 1 日までに生

　まれた方で、調理師免許を有する方

※地方公務員法第 16 条（欠格条項）の規定に該当する

　方は受験できません。

○試験案内の配付
　総務課で配付します。また、岩出市ウェブサイトから

も、試験案内一式のダウンロードができます。

　郵送で試験案内を請求する場合は、人事係までお問い

合わせください。

岩出市選挙管理委員会☎ 62-2141（内線 123・125）

政治家の寄附は禁止、有権者が求めること

　年末年始は何かと贈り物やお祝い事をする機会の多い

シーズンですが、政治家（候補者、立候補予定者、現に

公職にある者）が選挙区内の人にお金や物を贈ることは

公職選挙法で禁止されています。

　また、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも

禁止されています。

　寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しま

しょう。

も禁止されています
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和歌山県庁  県民生活課☎ 073-441-2356　岩出市市長公室☎ 62-2141（内線 114）

借金からの生活再建無料相談会

　多重債務、借金など、お金の問題に悩んでいる方、一

人で悩まず、まずは相談してみませんか？

　弁護士・司法書士による無料相談会を開催します。

○主催
　和歌山弁護士会・和歌山県司法書士会・和歌山県・財

　務省近畿財務局（和歌山財務事務所）

○相談内容
　多重債務、借金などのお金の問題に関する相談等　

　※個人事業者も相談可

○予約方法
　希望の開催場所の予約受付先へご連絡ください。

　※受付時間：平日　午前 9 時～午後 5 時

開催のお知らせ ～クレジット・キャッシング・過払い・個人事業者の方も～

開催日 開催場所 予約受付先

12月9日（金）

　　午後5時～8時

県消費生活センター（和歌山市） 県庁県民生活課 ☎073‐441‐2356

那賀振興局（岩出市） 那賀振興局総務県民課 ☎61‐0006

12月11日（日）

　　午後1時～4時

県消費生活センター（和歌山市） 県庁県民生活課 ☎073‐441‐2356

伊都振興局（橋本市） 伊都振興局総務県民課 ☎0736‐33‐4900

開催日時・開催場所・予約受付先

保健推進課  保健予防係☎ 61-2400　おかけ間違いにご注意ください

がんについて知ろう！
～今月は前立腺がんです～
　我が国では年間約７万３千人の方が前立腺がんにかか

り（全国４位）、年間約１万１千人（全国６位）の方が、

前立腺がんで亡くなっています。

　前立腺がんは、60 歳以上の男性に多く、他のがんに

比べて進行が遅いのが特徴です。しかし、進行すると排

尿障害などが起こり、骨に転移してしまうこともありま

す。早期の前立腺がんには、特徴的な症状はみられませ

ん。同時に存在することが多いと言われる前立腺肥大症

の症状としては、尿が出にくい、残尿感がある、我慢で

きないほどの尿意が急に起こる、日中または夜間のトイ

レが近くなる、下腹部に不快感があらわれるなどがあり

ます。このような症状があれば、すぐに医療機関を受診

することをお勧めします。

○前立腺がんの早期発見
　前立腺がんは、血液検査をして、血液中のＰＳＡ（腫

瘍マーカー）の値を調べます。ＰＳＡは、前立腺で作ら

れるたんぱく質で、がんや炎症などがあると、血液中に

出てきます。この値が高値であれば、前立腺がんの可能

性は高いですが、必ずしもがんであるとは限りません。

あくまでも、前立腺がん発見のきっかけとなる一つの指

標です。

　気になる方やご希望の方は、血液検査で調べることが

できますので、かかりつけの医療機関に相談をしてみて

ください。

尿の回数が増える

排尿の後すぐま
たトイレに行き
たくなる

尿 が 出 に く く、
下腹部に不快感
がある
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長寿介護課  地域包括支援センター☎ 62-2141（内線 195）

　いつまでも元気で自分らしく生活していくためには、

病気等の予防に併せて、要介護の状態にならないための

介護予防への取り組みが重要です。

　この講演会では、「自立ってどんなこと？」、「そのた

めに行う介護予防ってどんなもの？」などお元気なうち

から介護予防に取り組むことの大切さについてお話しし

ます。皆さん、ぜひご参加ください。

○日時
　12 月 20 日（火）午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分

○場所
　総合保健福祉センター　３階　多目的ホール

○対象者
　岩出市在住の 65 歳以上の方

○テーマ
　「自分らしく生きる～いつまでも輝くための健康寿命

を考える～」

○講師
　作業療法士　田

た ぶ ち

渕　真
し ん や

也　先生

○参加費　無料

※参加申込は不要です。当日、会場へ直接お越しくださ

　い。

保険年金課  国保・年金係☎ 62-2141（内線 191）

40 歳以上の岩出市国民健康保険ご加入の方へ

特定健診の受診期間がまもなく終了します
　平成 28 年度の特定健診は、まもなく受診期間が終了

します。

　まだ受診されていない方は、来年１月末まで無料で受
診できますので、下記の医療機関へご予約のうえ、受診

してください。

　また、本市国民健康保険に新たに加入された方で、特

定健診の受診を希望する対象者の方にも「受診券」を発

行していますので、保険年金課の窓口・電話にてご相談

ください！（受診券を紛失された方も、ご相談くださ

い。）

地区名 医療機関名 住所 電話番号

岩出地区

伊藤内科 西野190-1 ☎69-2121
宇野内科 西野186-10 ☎62-2101
おおみや診療所 宮50-1 ☎61-6151
殿田胃腸肛門病院 宮117-7 ☎62-9111
林循環器内科クリニック 清水438 ☎62-3056

山崎地区

胃腸肛門科家田医院 中黒507-1 ☎61-1212
塚本内科クリニック 金池392-1 ☎67-3377
富田病院 紀泉台2 ☎62-1522
ナカイマ整形外科クリニック 金池389-1 ☎62-5558
よしだクリニック 吉田413-1 ☎69-5404
こうぐち内科クリニック 湯窪51 ☎61-5252

根来地区
かきはら胃腸科内科 今中105-2 ☎61-2600
豊田内科 根来913-2 ☎63-0297
ふじはら整形外科クリニック 今中151-3 ☎67-3622

上岩出地区

岩田医院 水栖503-5 ☎62-6705
宇田内科胃腸科 西国分477-4 ☎61-2055
上岩出内科・脳神経外科 野上野66-1 ☎69-5500
かわぐちクリニック 中迫275-9 ☎67-2334
紀の川クリニック 西国分501 ☎62-0717
安川診療所 西国分688-1 ☎63-1688
やよいメディカルクリニック 中迫139 ☎62-7777

介護予防講演会を開催します
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　昭和 23 年（1948 年）12 月 10 日の第３回国際連

合総会で、基本的人権及び自由を尊重し確保するため

に、世界のすべての人々と国々とが達成すべき共通の

基準として、「世界人権宣言」が採択されました。こ

の日を記念して、国際連合は、12 月 10 日を「人権デー」

と定めました。

　我が国では、毎年 12 月 10 日を最終日とする一週

間を「人権週間」と定め、世界人権宣言の意義を訴え

るとともに人権尊重思想の普及高揚に努めています。

　法務省の人権擁護機関では、本年度の啓発活動重点

目標を「みんなで築こう　人権の世紀～考えよう　相

手の気持ち　未来へつなげよう　違いを認め合う心

～」と定め、啓発活動を積極的に展開しています。

第 68 回人権週間（12 月 4 日～ 10 日）

　「障害者週間」は、国民の皆さんに広く障害者の福

祉について関心と理解を深めていただくとともに、障

害者が社会、経済、文化等あらゆる分野の活動に、積

極的に参加する意欲を高めるため設けられています。

　事故や病気等によって、障害はだれにも生じ得るも

のです。障害は多種多様で、外見では分からない障害

もあり、障害による不自由さはあっても周囲の理解や

配慮があればできるということがたくさんあります。

　障害のある方の意見を聞いて、日常生活や事業活動

の中でできる配慮や工夫を一緒に考えてみましょう。

誰もが暮らしやすい共生社会の実現は、そうした１歩

から始まります。また、平成 28 年 4 月 1 日から障害

のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合い

ながら、共に生きる社会を作ることを目指して「障害

を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者

差別解消法）」がスタートし、正当な理由なく、障害

を理由に差別することを禁止するとともに、「合理的

配慮の提供」が求められています。

　皆さまのご理解、ご支援をお願いいたします

○日時　平成 29 年１月 14 日（土）

　　　　午後 1 時～ 4 時（受付：午後 0 時 30 分～）

○場所　那賀総合庁舎　３階　大会議室

○内容  

　・オープニングイベント　演奏：那賀高校吹奏楽部

　・講演会

　　講師：明石市福祉総務課、障害者・高齢者支援担

　　　　　当課長　兼　総務部訟務担当課長

　　　　　弁護士　青木　志帆　氏

　・手話コーラス、Po-zkk（障害のある方によるチン

　　ドンショー）

　・管内作業所等による物品販売等

　※手話通訳、要約筆記があります。

問　那賀振興局  保健福祉課　☎ 61-0021

ふれあいフェイスティバルのご案内

　北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識

を深めるとともに、国際社会と連携しつつ問題の実態

を解明し、その抑止を図ることを目的として、平成

18 年６月に、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権

侵害問題への対処に関する法律」が施行され、国及び

地方公共団体の責務等が定められるとともに、毎年

12 月 10 日から同月 16 日までを「北朝鮮人権侵害問

題啓発週間」とすることとされました。

　拉致問題の解決は、我が国では喫緊の国民的課題で

あり、また、北朝鮮当局による人権侵害問題への対処

が、国際社会を挙げて取り組むべき課題とされてお

り、この問題についての関心と認識を深めていくこと

が大切です。

（入場無料）

①講演会「フィンランドの風を感じて」

　～障害者関連活動　フィンランド派遣報告～

○日時　12 月 10 日（土）午後 3 時～ 4 時

○場所　粉河ふるさとセンター　小ホール

②広がれアートフェスティバル　「あなたも私もアー

　ティスト」

○日時　12 月 10 日（土）午前 10 時～午後 4 時 30 分

○場所　粉河ふるさとセンター　小ホール

問　麦の郷  紀の川生活支援センター　☎ 78-2808

障害者週間広がれネットワーク企画

北朝鮮当局による人権侵害問題の認識

障害者週間（12 月 3 日～ 9 日）

人権
について考えよう
問　福祉課  人権啓発係☎ 62-2141（内線 321）
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岩出市役所・・・〒 649-6292（住所不要）☎ 62-2141（代）

岩出市役所・・・62-2141（代）

総合保健福祉センター
・・・61-2400

地域子育て支援センター

いわで・・・・62-3362
あいあい・・・61-2983

クリーンセンター
・・・62-0814

岩出図書館・・・・・62-7222

市民総合体育館・・・62-0370

岩出警察署・・・・・63-0110

民俗資料館・・・・・63-1499

那賀消防組合・・・・61-0119

（岩出市教育委員会）

主な機関の連絡先

問

申

☎

…問い合わせ先

…申し込み先

…電話番号

nfomation
Life

くらし
の

情 報

申し込み・問い合わせなどで住所・電
話番号の記載がないものは市役所へ

〒 649-6292　岩出市西野 209 番地

おかけ間違いにご注意ください。

税
・
料
金

〈
市
県
民
税
〉

○
日
本
国
外
に
居
住
す
る
親
族
に
つ

い
て
の
扶
養
控
除
等
の
書
類
の
添
付

等
義
務
化
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本
国
内
に
住
所
の
な
い
親
族

に
つ
い
て
、
扶
養
控
除
・
配
偶
者
控

除
・
配
偶
者
特
別
控
除
・
障
害
者
控

除
（
16
歳
未
満
の
扶
養
親
族
含
む
）

の
適
用
を
受
け
る
人
は
、
親
族
関
係

書
類
及
び
送
金
関
係
書
類
を
添
付
ま

た
は
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
と
さ
れ
ま
し
た
。

○
給
与
所
得
控
除
の
改
正

　

給
与
所
得
の
求
め
方
が
下
表
の
と

お
り
一
部
変
更
さ
れ
ま
す
。

平
成
29
年
度
課
税
か
ら

の
主
な
税
制
改
正

平
成
29
年
度
の
償
却
資

産
の
申
告
に
つ
い
て

　

会
社
や
個
人
で
、
工
場
や
商
店
な

ど
を
経
営
さ
れ
て
い
る
方
や
駐
車
場

や
ア
パ
ー
ト
を
貸
し
付
け
て
い
る
方

が
、
そ
の
事
業
の
た
め
に
用
い
て
い

る
構
築
物
、
機
械
、
備
品
等
を
「
償

却
資
産
」
と
い
い
、
固
定
資
産
税
の

課
税
対
象
に
な
り
ま
す
。

　

岩
出
市
内
で
償
却
資
産
を
所
有
さ

れ
て
い
る
方
（
個
人
・
法
人
）
は
、

平
成
29
年
１
月
１
日
現
在
の
資
産
の

状
況
を
同
年
１
月
31
日
（
火
）
ま
で

に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。
平
成
28
年

中
に
新
規
に
事
業
を
開
始
さ
れ
た
方

な
ど
申
告
書
が
必
要
な
方
は
、
市

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
各
種
申
請
書
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
申
告
先
は
岩
出
市
役
所
の

税
務
課
固
定
資
産
税
係
に
な
り
ま

す
。
直
接
ま
た
は
郵
送
で
窓
口
に
申

告
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
（
エ
ル
タ
ッ

ク
ス
）
に
よ
る
電
子
申
告
も
ご
利
用

く
だ
さ
い
。　

○
申
告
対
象
資
産
の
例

・  

看
板
、
電
気
設
備
（
太
陽
光
発
電

　

設
備
含
む
）、機
械
（
土
木
・
建
設
・

　

医
療
用
な
ど
）

・ 

机
、椅
子
、ロ
ッ
カ
ー
、パ
ソ
コ
ン
、

　

電
話
機
、
金
庫
、
エ
ア
コ
ン
や
暖

　

房
機
の
備
品
な
ど

※
償
却
資
産
は
、
取
得
価
額
を
も
と

に
、
取
得
後
の
経
過
年
数
に
応
ず
る

価
値
の
減
少
（
減
価
）
を
考
慮
し
て

評
価
し
ま
す
。

※
申
告
の
際
は
、
納
税
義
務
者
の
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
ま
た
は
法

人
番
号
）
の
記
載
が
必
要
と
な
り
ま

す
。

問　

税
務
課  

固
定
資
産
税
係

　
　
（
内
線
１
４
５
〜
１
４
７
）

  

子 

育 

て

　

相　

談

 
お
知
ら
せ

講
座
・
催
し

　

募　

集

環
境
・
エ
コ

健
康
・
介
護

 

税
・
料
金

 

大
会
結
果

問　

税
務
課  

市
民
税
係

　
　
（
内
線
１
４
１
〜
１
４
４
）

〈
固
定
資
産
税
〉

○
機
械
及
び
装
置
の
固
定
資
産
税
の

特
例
措
置

　

中
小
企
業
者
等
が
平
成
28
年
7
月

１
日
か
ら
平
成
31
年
3
月
31
日
ま
で

の
間
に
「
認
定
経
営
力
向
上
計
画
」

に
基
づ
き
新
た
に
取
得
し
た
機
械
及

び
装
置
で
、
次
の
3
つ
全
て
に
該
当

す
る
も
の
に
つ
い
て
、
固
定
資
産
税

の
課
税
標
準
額
を
最
初
の
３
年
間
、

価
格
の
２
分
の
１
に
す
る
特
例
措
置

が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

・
販
売
開
始
か
ら
10
年
以
内
の
も
の

・
旧
モ
デ
ル
比
で
生
産
性
が
年
平
均

　

１
％
以
上
向
上
す
る
も
の

・
１
台
ま
た
は
１
基
の
取
得
価
格
が

　

１
６
０
万
円
以
上
の
も
の

問　

税
務
課  

固
定
資
産
税
係

　
　
（
内
線
１
４
５
〜
１
４
７
）  

平成28年度まで 平成29年度 平成30年度から

収入金額 所得金額 収入金額 所得金額 収入金額 所得金額

1,000万以上

1,500万未満

収入×0.95

－170万

1,000万以上

1,200万未満

収入×0.95

－170万
1,000万以上 収入－220万

1,500万以上 収入－245万 1,200万以上 収入－230万

（単位：円）○給与所得の求め方の変更点
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家
屋
を
滅
失
（
取
り
壊

し
等
）
さ
れ
た
と
き
は

平
成
29
年
度
（
28
年
分
）

の
申
告
等
か
ら
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
が
必
要
に
な
り
ま
す

　

平
成
29
年
度
（
平
成
28
年
分
）
市

県
民
税
の
申
告
か
ら
、
納
税
義
務
者

と
そ
の
扶
養
親
族
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

の
記
載
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
申
告

の
際
は
、
納
税
義
務
者
の
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
と
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の
を

ご
用
意
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
事
業
所
が
市
町
村
に
提
出

す
る
給
与
支
払
報
告
書
に
つ
い
て

も
、
従
業
員
本
人
と
そ
の
扶
養
親
族

の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
が
必
要
と

な
り
ま
す
。
お
勤
め
先
か
ら
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
の
確
認
を
求
め
ら
れ
た
場
合

は
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問　

税
務
課  

市
民
税
係　

　
　
（
内
線
１
４
１
〜
１
４
４
）

　

家
屋
を
取
り
壊
し
た
場
合
は
、
次

の
い
ず
れ
か
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

○
家
屋
に
登
記
が
あ
る
と
き
は

　

法
務
局
へ
滅
失
登
記

※
滅
失
登
記
が
遅
れ
る
場
合
は
市
役

所
へ
家
屋
滅
失
届

○
家
屋
に
登
記
が
な
い
と
き
は

　

市
役
所
へ
家
屋
滅
失
届

　

家
屋
に
対
す
る
固
定
資
産
税
は
、

毎
年
１
月
１
日
現
在
の
状
況
に
基
づ

い
て
課
税
さ
れ
ま
す
。
年
の
途
中
で

取
り
壊
し
等
さ
れ
た
家
屋
に
つ
き
ま

し
て
は
、
翌
年
度
の
課
税
内
容
に
影

響
が
あ
り
ま
す
の
で
、
必
ず
手
続
き

を
お
願
い
し
ま
す
。

問　

税
務
課　

固
定
資
産
税
係

　
　
（
内
線
１
４
５
〜
１
４
７
）

12 月 26 日（月）です。

■固定資産税第 3 期
■後期高齢者医療保険料第 6 期
■国民健康保険税第 7 期
■第 1 号被保険者 　（65 歳以上）
    介護保険料 第 7 期 普通徴収

納   期   限

12 月夜間納税相談日
8 日（木）・22 日（木）

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料

午後 8 時まで窓口　保険年金課

滞納整理強化月間による

   5 日（月）～ 9 日（金）

夜間納付・納税相談

午後 7 時まで窓口　保険年金課

（ただし、8 日は午後 8 時まで）

（後期高齢者医療保険料の相談も
できます。）

国
保
税
の
納
め
忘
れ
は

あ
り
ま
せ
ん
か

　

国
民
健
康
保
険
は
、
病
気
や
け
が

な
ど
に
備
え
、
皆
さ
ん
の
健
康
を
守

る
た
め
の
相
互
扶
助
の
制
度
で
す
。

国
保
税
は
、
こ
の
制
度
を
健
全
に
運

営
す
る
た
め
の
も
の
で
、
皆
さ
ん
に

公
平
に
負
担
を
お
願
い
し
て
い
ま

す
。
そ
の
た
め
災
害
そ
の
他
特
別
の

事
情
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
納

付
さ
れ
な
い
場
合
は
、
次
の
よ
う
な

措
置
を
と
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

○
保
険
証
に
替
え
て
「
資
格
証
明

書
」
を
交
付
し
ま
す
。

　
「
資
格
証
明
書
」
の
交
付
を
受
け

る
と
…

①
保
険
証
が
交
付
さ
れ
た
場
合
と
同

　

様
に
、
国
保
税
は
、
課
税
さ
れ
ま

　

す
。

②
医
療
費
の
全
額
を
自
費
で
支
払
い

　

後
日
、
国
保
・
年
金
係
へ
申
請
を

　

す
れ
ば
、
保
険
給
付
分
の
払
い
戻

　

し
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
払
い
戻
し
額
の
全
額
ま

た
は
一
部
を
差
し
止
め
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

○
預
貯
金
や
給
与
等
を
差
し
押
さ
え

ま
す
。
差
し
押
さ
え
ら
れ
た
預
貯
金

等
は
お
返
し
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。

○
納
付
が
困
難
な
場
合
は
、
保
険
年

金
課
国
保
・
年
金
係
ま
で
納
税
相
談

に
お
越
し
く
だ
さ
い
。（
災
害
等
に

よ
り
納
付
困
難
な
と
き
は
、
税
・
延

滞
金
の
減
免
、
一
部
負
担
金
の
免
除

に
該
当
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。）　

　

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

問　

保
険
年
金
課  

国
保
・
年
金
係

　
　
（
内
線
１
７
６
）

納
め
忘
れ
は
な
い
で
す

か
？
国
民
年
金
保
険
料

○
国
民
年
金
を
受
け
取
る
に
は

　

国
民
年
金
は
、
20
歳
か
ら
60
歳
ま

で
の
40
年
間
、
定
額
の
保
険
料
を
納

付
し
て
、満
額
の
「
老
齢
基
礎
年
金
」

を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
病
気
や
事
故
で
障
害
の
状

態
に
な
っ
た
と
き
の
「
障
害
基
礎

年
金
」
や
大
切
な
一
家
の
担
い
手

を
失
っ
た
と
き
に
残
さ
れ
た
家
族

に
「
遺
族
基
礎
年
金
」
が
支
給
さ
れ

ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
年
金
を
受
け
取

る
に
は
、
一
定
の
保
険
料
に
つ
い
て

未
納
が
な
い
こ
と
が
条
件
と
な
り
ま

す
。

○
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
困
難

　
な
と
き
は

　

保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場
合
、

申
請
に
よ
り
一
定
の
条
件
に
該
当
す

れ
ば
、
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
・
免

除
と
な
る
「
国
民
年
金
保
険
料
免

除
・
納
付
猶
予
制
度
」
や
学
生
の
方

の
、「
学
生
納
付
特
例
制
度
」
が
あ

り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

問　

保
険
年
金
課  

国
保
・
年
金
係

　
　
（
内
線
１
９
２
）

岩出市役所・・・〒 649-6292（住所不要）☎ 62-2141（代）

　
　
（
内
線
１
９
２
）

　

毎
月
第
3
木
曜
日
、
午
前
11

時
55
分
か
ら
、和
歌
山
放
送（
ラ

ジ
オ
放
送
）
に
て
市
の
イ
ベ
ン

ト
等
を
放
送
し
て
い
ま
す
。
ぜ

ひ
一
度
お
聞
き
く
だ
さ
い
。

岩
出
市
広
報
タ
イ
ム
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要
介
護
認
定
者
の
方
へ

〜
障
害
者
控
除
に
つ
い

て
〜

　

確
定
申
告
を
行
う
前
年
の
12
月
31

日
に
お
い
て
満
65
歳
以
上
の
要
介
護

認
定
者
で
、
次
表
の
い
ず
れ
か
の
要

件
を
満
た
す
方
は
、
申
請
に
よ
り
、

岩
出
市
が
発
行
す
る
「
障
害
者
控
除

対
象
者
認
定
書
」
を
も
と
に
、
所
得

税
や
住
民
税
の
障
害
者
控
除
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

○
「
障
害
者
控
除
」
と
は

　

所
得
税
法
や
地
方
税
法
で
は
、
所

健
康
・
介
護

風
し
ん
予
防
接
種
費
用

を
助
成
し
ま
す

○
接
種
費
用
助
成
期
間　

　

平
成
29
年
3
月
31
日
ま
で

○
接
種
対
象
者

　

岩
出
市
に
住
所
登
録
の
あ
る
方

で
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方

①
19
歳
以
上
50
歳
未
満
の
妊
娠
を
希

　

望
す
る
女
性

※
妊
娠
中
は
接
種
で
き
ま
せ
ん
。
ま

た
、
接
種
後
２
か
月
間
は
避
妊
が
必

要
で
す
。

②
妊
婦
の
夫

○
接
種
費
用

　

協
力
医
療
機
関
で
接
種
す
る
場
合

は
無
料
で
す
。

○
助
成
回
数

　

風
し
ん
単
独
ワ
ク
チ
ン
ま
た
は
麻

し
ん
風
し
ん
混
合
ワ
ク
チ
ン
の
い
ず

れ
か
を
１
人
に
つ
き
１
回
限
り

※
昨
年
度
ま
で
に
助
成
制
度
を
利
用

し
て
接
種
さ
れ
た
方
は
、
助
成
の
対

象
と
な
り
ま
せ
ん
。

○
助
成
方
法

　

協
力
医
療
機
関
で
接
種
の
場
合

は
、
予
診
票
（
接
種
券
）
が
必
要
で

す
。
事
前
に
保
健
推
進
課
へ
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。「
妊
婦
の
夫
」
が

接
種
さ
れ
る
場
合
、
確
認
書
類
と
し

て
母
子
健
康
手
帳
が
必
要
で
す
。

　

協
力
医
療
機
関
以
外
で
接
種
の
場

合
は
、
一
旦
全
額
自
己
負
担
の
上
、

接
種
後
に
領
収
書
原
本
（
接
種
者

名
・
接
種
年
月
日
・
ワ
ク
チ
ン
名
の

記
載
が
あ
る
も
の
）、
接
種
者
名
義

の
通
帳
、
母
子
健
康
手
帳
（
妊
婦
の

夫
の
み
）、
認
印
を
ご
持
参
く
だ
さ

い
。
提
出
期
限
は
平
成
29
年
3
月
31

日
ま
で
で
す
。

　

詳
し
く
は
、
左
記
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

問　

保
健
推
進
課  

保
健
予
防
係

　
　

☎
61
‐
２
４
０
０

　
　

☎
61

得
申
告
す
る
本
人
又
は
扶
養
親
族
等

が
障
害
者
に
該
当
す
る
場
合
、「
障

害
者
控
除
」
と
し
て
一
定
金
額
を
所

得
か
ら
控
除
で
き
る
こ
と
が
定
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
障
害
者
控
除
の
対
象
と
な
る

人
は
、
一
般
的
に
は
、
身
体
障
害
者

手
帳
等
の
交
付
を
受
け
て
い
る
人
で

す
が
、
手
帳
を
持
っ
て
い
な
く
て
も

「
年
齢
が
満
65
歳
以
上
の
人
で
、
精

神
又
は
身
体
に
障
害
が
あ
り
、
そ
の

障
害
の
程
度
が
前
記
の
人
に
準
ず
る

と
し
て
市
町
村
長
の
認
定
を
受
け
て

い
る
人
」
も
、
障
害
者
控
除
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。「
障
害
者
控

除
対
象
者
認
定
書
」
の
交
付
は
、
こ

れ
ら
の
法
令
等
に
基
づ
い
て
実
施
す

る
も
の
で
す
。

○
控
除
を
受
け
る
ま
で
の
手
順

①
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
申
請
書

　

を
市
役
所
長
寿
介
護
課
介
護
保
険

　

係
に
提
出
し
ま
す
。
申
請
の
際
、

　

申
請
者
及
び
対
象
者
の
印
鑑
が
必

　

要
で
す
。

②
申
請
後
、
介
護
保
険
係
に
て
審
査

　

し
、条
件
に
該
当
す
る
方
に
は「
障

　

害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」
を
、

　

該
当
し
な
い
方
に
は
「
障
害
者
控

　

除
対
象
者
非
該
当
通
知
書
」
を
送

　

付
し
ま
す
。

③
確
定
申
告
の
際
に
、
必
要
書
類
と

　

併
せ
て
「
障
害
者
控
除
対
象
者
認

　

定
書
」
を
ご
提
示
く
だ
さ
い
。

認定の対象者（65 歳以上の方）
適用される区分 障害者 特別障害者

条件

要介護 1 以上
で認知症高齢
者の日常生活
自 立 度 が Ⅱ a
以上であるこ
と。

要介護 1 以上
で障害高齢者
の日常生活自
立度（寝たき
り 度 ） が A1
以上であるこ
と。

要 介 護 3 以
上で認知症高
齢者の日常生
活自立度がⅣ
以上であるこ
と。

要介護 3 以上
で障害高齢者
の日常生活自
立度（寝たき
り 度 ） が B1
以上であるこ
と。

※
こ
の
認
定
書
は
、
税
の
申
告
に
の

み
利
用
で
き
、
他
の
サ
ー
ビ
ス
等
に

は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

問　

長
寿
介
護
課  

介
護
保
険
係

　
　
（
内
線
１
７
９
）

冬
の
感
染
症
を
予
防
し

ま
し
ょ
う

　

冬
は
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
を
は
じ

め
、
ウ
イ
ル
ス
や
細
菌
に
よ
る
感
染

性
胃
腸
炎
な
ど
の
感
染
症
が
流
行
す

る
シ
ー
ズ
ン
で
す
。
次
の
ポ
イ
ン
ト

に
注
意
し
て
、
冬
の
感
染
症
を
予
防

し
ま
し
ょ
う
。

○
予
防
の
ポ
イ
ン
ト　

・
外
出
か
ら
帰
っ
た
と
き
は
、
手
洗

　

い
と
う
が
い
を
し
ま
し
ょ
う
。

・
バ
ラ
ン
ス
の
良
い
食
事
や
十
分
な

　

睡
眠
は
、
体
の
抵
抗
力
を
高
め
る

　

た
め
に
必
要
で
す
。
日
ご
ろ
の
生

　

活
に
注
意
し
て
体
調
を
整
え
ま
し

　

ょ
う
。

・
空
気
の
乾
燥
に
よ
り
、
の
ど
の
粘

　

膜
の
防
衛
機
能
は
低
下
し
ま
す
。

　

部
屋
の
湿
度
は
50
〜
60
％
に
保
つ

　

と
効
果
的
で
す
。

・
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
流
行
時
は
、
人

　

混
み
へ
の
外
出
は
控
え
、
外
出
時

　

は
マ
ス
ク
を
す
る
こ
と
も
感
染
予

　

防
方
法
と
し
て
有
効
で
す
。

・
せ
き
や
く
し
ゃ
み
を
す
る
と
き
は

　

テ
ィ
ッ
シ
ュ
や
ハ
ン
カ
チ
で
口
を

　

お
お
い
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
症
状

　

が
あ
る
場
合
は
、
マ
ス
ク
を
し
て

　

し
ぶ
き
な
ど
を
飛
ば
さ
な
い
よ
う

　

に
し
ま
し
ょ
う
。

　

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

問　

保
健
推
進
課  

保
健
予
防
係

　
　

☎
61
‐
２
４
０
０

  

子 

育 

て

　

相　

談

 
お
知
ら
せ

講
座
・
催
し

　

募　

集

環
境
・
エ
コ

健
康
・
介
護

 

税
・
料
金

 

大
会
結
果

くらしの情報
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◇献　血
  10 日（土）、 29 日（木）　

　　午前 10 時～正午

　　午後 1 時～ 4 時 30 分

　（株）オークワミレニアシティ

　岩出店 

問　保健推進課  保健推進係

　　　☎ 61 ‐ 2400

12月　休日歯科急患当番表

那賀歯科医師会

日曜・祝日の休日歯科診療

※受診の際は、電話等で確認のうえご来院ください。
※当番医が急に変更になる場合があります。
　電話が通じないときは消防署（☎ 61-1791）にお問
　い合わせください。

日 曜 歯  科  医  院  名 住     所（診療所） TEL
4 日 磯野歯科医院 紀の川市名手市場82-15 75-2063

11 日 辻本歯科医院 紀の川市打田1478-1 77-4068
18 日 崎山歯科医院 紀の川市貴志川町丸栖34-7 64-8727
23 金 もりもと歯科 岩出市山田4-7 69-2688
25 日 神野歯科医院 紀の川市粉河1724 73-2309
29 木 清瀧歯科医院 紀の川市花野117 77-6161

30 金
中西歯科医院 紀の川市貴志川町長山277-176 64-7234
たかぎ歯科医院 岩出市水栖11-10 63-0416

31 土
オリーブ歯科 紀の川市粉河837-2 73-6369
佐野歯科医院 紀の川市豊田85 77-0170

国
民
健
康
保
険
加
入
の

方
へ

〈
交
通
事
故
に
あ
っ
た
ら
届
出
を
〉

　

交
通
事
故
な
ど
第
三
者
の
行
為
に

よ
る
傷
病
で
、
国
保
を
使
っ
て
診
療

を
受
け
る
場
合
は
、
国
保
へ
の
届
出

が
必
要
で
す
。

　

 

こ
の
場
合
の
医
療
費
は
、
国
保

が
一
時
立
て
替
え
て
支
払
い
ま
す

が
、
後
で
そ
の
分
を
加
害
者
の
保
険

等
に
請
求
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

〈
こ
ん
な
と
き
も
届
出
を
〉

・
自
損
事
故
な
ど
加
害
者
が
い
な
い

　

事
故
・
自
転
車
の
事
故
・
暴
力
行

　

為
な
ど
第
三
者
の
行
為
に
よ
る
傷

　

病
で
治
療
を
受
け
る
場
合
な
ど

〈
海
外
旅
行
中
な
ど
に
国
外
で
診
療

を
受
け
た
と
き
〉

　

海
外
渡
航
中
、
急
病
や
け
が
で
や

む
を
得
ず
海
外
の
病
院
等
で
治
療
を

受
け
た
場
合
、
支
払
っ
た
医
療
費
の

一
部
が
審
査
で
認
め
ら
れ
れ
ば
払
い

戻
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

○
支
給
の
範
囲

　
日
本
で
認
め
ら
れ
て
い
る
保
険
診

療
の
み
。
※
差
額
ベ
ッ
ド
代
や
美
容

整
形
、
治
療
目
的
で
海
外
へ
行
き
治

療
を
受
け
た
場
合
（
臓
器
の
移
植
な

ど
）
は
除
き
ま
す
。

○
支
給
金
額　

　

日
本
国
内
で
診
療
さ
れ
た
場
合
の

標
準
額
で
計
算
さ
れ
る
た
め
、
実
際

に
支
払
っ
た
額
と
異
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

○
申
請
に
必
要
な
も
の

　

・
国
保
保
険
証
・
診
療
内
容
明
細

書（
※
１
）・
領
収
明
細
書（
※
２
）（
※

１
・
２
と
も
日
本
語
翻
訳
文
必
要
）・

調
査
に
関
わ
る
同
意
書
（
※
３
）・

領
収
書
・
印
鑑
・
世
帯
主
の
振
込
先

が
わ
か
る
も
の
・
海
外
で
治
療
を
受

け
た
方
の
パ
ス
ポ
ー
ト

※
１
・
２
・
３
の
様
式
は
保
険
年
金
課

に
あ
り
ま
す
。

問　

保
険
年
金
課  

国
保
・
年
金
係

　
　
（
内
線
１
９
３
）　

各
種
医
療
費
助
成
事
業

の
お
知
ら
せ

　

医
療
費
助
成
事
業
は
、
申
請
に
よ

り
医
療
費
の
助
成
を
行
う
制
度
で

す
。（
保
険
適
用
外
の
治
療
費
・
入

院
時
の
食
事
代
な
ど
は
助
成
の
対
象

外
で
す
）。
制
度
に
よ
り
「
所
得
制

限
」
や
「
資
格
要
件
」
が
設
け
ら
れ

て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

○
子
ど
も
医
療
費
助
成
事
業

　

市
に
住
所
を
有
す
る
子
ど
も
の
入

院
、
通
院
に
係
る
医
療
費
を
助
成
す

る
制
度
で
す
。

　

平
成
27
年
8
月
診
療
分
か
ら
、
助

成
対
象
年
齢
を
中
学
生
ま
で
拡
大
し

て
い
ま
す
。

・
小
学
校
就
学
前
（
６
歳
以
降
最
初

　

に
迎
え
る
3
月
31
日
ま
で
）

　

入
院
及
び
通
院

・
小
・
中
学
生
（
15
歳
以
降
最
初
に

　

迎
え
る
3
月
31
日
ま
で
）

　

入
院
及
び
通
院
※

※
小
・
中
学
生
の
通
院
：
保
険
診
療

の
自
己
負
担
額
の
う
ち
3
分
の
2
を

助
成
し
ま
す
。
夜
間
受
付
ボ
ッ
ク
ス

で
も
申
請
で
き
ま
す
。

○
重
度
心
身
障
害
児
者
医
療
費
助
成 

　
事
業

　

次
の
障
害
等
級
の
う
ち
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
方
の
入
院
、
通
院
お
よ

び
訪
問
看
護
療
養
費
に
係
る
医
療
費

を
助
成
す
る
制
度
で
す
。

・ 

身
体
障
害
者
手
帳
（
１
級
、
２
級
、  

   

３
級
及
び
４
級
の
一
部
）

・
療
育
手
帳
Ａ
１
・
Ａ
２

・ 

特
別
児
童
扶
養
手
当
１
級
、
２
級 

・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１        

　

級
、
２
級

・ 

障
害
年
金
１
級
、
２
級

※
た
だ
し
、
平
成
18
年
8
月
1
日
以

降
に
65
歳
以
上
で
初
め
て
前
記
に
該

当
す
る
障
害
に
認
定
さ
れ
た
方
は
、

助
成
の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

○
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成
事
業

　

18
歳
（
18
歳
以
降
最
初
に
迎
え
る

3
月
31
日
）
ま
で
の
児
童
を
養
育
し

て
い
る
配
偶
者
の
な
い
男
子
ま
た
は

女
子
及
び
そ
の
児
童
の
入
院
、
通
院

に
係
る
医
療
費
を
助
成
す
る
制
度
で

す
。
配
偶
者
が
一
定
の
障
害
に
あ
る

家
庭
も
対
象
に
な
り
ま
す
。

○
未
熟
児
養
育
医
療
費
助
成
事
業

　

身
体
の
発
達
が
未
熟
な
ま
ま
生
ま

れ
、
入
院
を
必
要
と
す
る
乳
児
が
、

指
定
医
療
機
関
に
お
い
て
入
院
治
療

を
受
け
る
場
合
に
、
そ
の
治
療
に
要

す
る
医
療
費
を
助
成
す
る
制
度
で

す
。
所
得
税
額
に
応
じ
て
一
部
自
己

負
担
が
あ
り
ま
す
。

○
老
人
医
療
費
助
成
事
業

　

67
歳
〜
69
歳
ま
で
の
方
で
資
格
要

件
に
該
当
す
る
方
は
、
２
割
負
担
で

医
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

問　

保
険
年
金
課  

保
健
医
療
係　

　
　
（
内
線
１
６
７
）

岩出市役所・・・〒 649-6292（住所不要）☎ 62-2141（代）
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環
境
・
エ
コ

平
成
28
年
度
浄
化
槽
設

置
整
備
事
業
補
助
金
の

お
知
ら
せ

　

生
活
排
水
と
、
し
尿
を
併
せ
て
処

理
す
る
合
併
処
理
浄
化
槽
を
設
置
さ

れ
る
方
に
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

○
応
募
期
間

　

12
月
28
日
（
水
）
ま
で

○
補
助
金
額

５
人
槽　
　
　

３
３
２
，
０
０
０
円

６
〜
７
人
槽　

４
１
１
，
０
０
０
円

８
〜
50
人
槽　

５
１
９
，
０
０
０
円

○
応
募
条
件

・
平
成
28
年
4
月
1
日
か
ら
平
成
29

　

年
3
月
31
日
ま
で
の
間
に
設
置
さ

　

れ
る
方
。（
浄
化
槽
を
埋
設
す
る

　

と
き
は
、
市
の
立
会
が
必
要
。）

・
岩
出
市
に
住
民
登
録
を
さ
れ
て
い

　

る
方
ま
た
は
浄
化
槽
設
置
後
速
や

　

か
に
住
民
登
録
を
さ
れ
る
方
。

○
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

は
応
募
で
き
ま
せ
ん
。

・
法
律
に
基
づ
く
確
認
ま
た
は
設
置

　

の
届
出
の
審
査
を
受
け
ず
に
、
浄

　

化
槽
を
設
置
す
る
者
。

・
補
助
事
業
の
期
間
内
に
浄
化
槽
を

　

設
置
で
き
な
い
者
。

・
販
売
又
は
賃
貸
の
目
的
で
浄
化
槽

　

付
住
宅
（
共
同
住
宅
を
含
む
）
を

家
庭
ご
み
で
市
で
収
集

で
き
な
い
ご
み
の
有
料

回
収
に
つ
い
て

○
日
時　

12
月
18
日
（
日
）　

　
　
　
　

午
前
８
時
〜
午
後
２
時

○
場
所　

岩
出
市
民
総
合
体
育
館

　
　
　
　

北
側
駐
車
場　
　

○
主
な
引
取
り
品
目
及
び
料
金

・
農
業
用
ビ
ニ
ー
ル

　
　
　
　
　

１
㎏　
　
　

１
２
０
円

・
コ
ン
ク
リ
ー
ト

　
　
　
　
　

１
㎏　
　
　
　
　

40
円

・
家
庭
用
消
火
器　

　
　
　
　
　

１
個　

１
，
０
０
０
円

・
タ
イ
ヤ
（
外
径
55
㎝
以
下
）

　
　
　
　
　

１
本　

１
，
０
０
０
円

（
外
径
75
㎝
以
下
）

　
　
　
　
　

１
本　

２
，
５
０
０
円

（
外
径
１
０
０
㎝
以
下
）

　
　
　
　
　

１
本　

３
，
５
０
０
円

・
物
干
し
台
（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
台
）

　
　
　
　
　

１
台　

１
，
５
０
０
円

・
暖
房
用
機
械
器
具
な
ど
の
機
械
器

　

具
類
等

　
　
　
　
　

１
㎏　
　
　
　
　

0
円

・
バ
ッ
テ
リ
ー

　
　
　
　
　

１
個　

１
，
５
０
０
円

・
バ
イ
ク　

　
　
　
　
　

１
台　

２
，
５
０
０
円

・
農
業
機
械
・
パ
イ
プ
ハ
ウ
ス
用
鉄

　

類
・
自
動
車
金
属
部
品
（
ホ
イ
ル

　

等
）　 　
　
　

            　
　

0
円

　

な
お
、
そ
の
他
の
廃
棄
物
に
つ
き

ま
し
て
は
、
当
日
現
地
で
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

　

た
だ
し
、家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法（
特

定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
）
対
象

品
目　

テ
レ
ビ
（
全
て
の
方
式)

・

洗
濯
機
・
衣
類
乾
燥
機
・
冷
蔵
庫
・

冷
凍
庫
・
エ
ア
コ
ン
、
薬
品
・
油
類

等
及
び
産
業
廃
棄
物
に
つ
い
て
は
回

収
で
き
ま
せ
ん
。

　

詳
し
く
は
、
左
記
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

問　

生
活
環
境
課  

廃
棄
物
対
策
係

　
　
（
内
線
１
９
７
）

　

建
築
す
る
者
。

・
住
宅
を
借
り
て
い
る
者
で
賃
貸
人

　

の
承
諾
が
得
ら
れ
な
い
者
。

・
店
舗
付
住
宅
等
に
つ
い
て
は
、
住

　

宅
部
分
の
延
べ
面
積
が
2
分
の
1

　

未
満
の
場
合
。

・
市
税
を
滞
納
し
て
い
る
者
。

・
公
共
下
水
道
事
業
認
可
区
域
内
に 

　

浄
化
槽
を
設
置
す
る
者
。

※
応
募
者
多
数
の
と
き
は
、
抽
選
と

な
り
ま
す
。

※
応
募
方
法
等
、
詳
し
く
は
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問　

生
活
環
境
課  

廃
棄
物
対
策
係

　
　
（
内
線
１
９
７
）

シ
ニ
ア
エ
ク
サ
サ
イ
ズ

教
室
受
講
生
募
集

　

岩
出
市
に
住
民
登
録
さ
れ
て
い
る

要
支
援
・
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い

な
い
65
歳
以
上
の
方
を
対
象
に
、
ス

テ
ッ
プ
台
を
使
っ
た
運
動
や
筋
力

ア
ッ
プ
を
目
指
す
運
動
教
室
（
全
12

回
）
を
開
催
し
ま
す
。

○
日
時　

1
月
5
日
〜
3
月
30
日
の

　

毎
週
木
曜
日
（
た
だ
し
、
3
月
2

　

日
は
除
く
）

　

午
前
10
時
〜
正
午
（
昼
食
会
を
行

　

う
場
合
は
午
後
１
時
頃
ま
で
）

○
場
所　

総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ル
ー
ム

○
参
加
費　

無
料

　
（
昼
食
会
は
別
途
実
費
必
要
）

○
定
員　

20
名
（
先
着
順
）

○
受
付
期
間　

　

12
月
2
日
（
金
）
〜
12
日
（
月
）

　
（
た
だ
し
、
土
日
は
除
く
）

問　

長
寿
介
護
課  

長
寿
社
会
係　

　
　
（
内
線
１
８
９
）

  

子 

育 

て

　

相　

談

 
お
知
ら
せ

講
座
・
催
し

　

募　

集

環
境
・
エ
コ

健
康
・
介
護

 

税
・
料
金

 

大
会
結
果

くらしの情報
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ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
か

ら
の
お
知
ら
せ

【
ご
み
の
搬
入
時
間
】

・
月
〜
金　

 

午
前
８
時
30
分
〜
正
午

・
土
曜
日 　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後

　
　
　
　
　

３
時

 　
　
　
　

  （
事
業
系
ご
み
を
除
く
）

※
資
源
ご
み
分
別
の
「
そ
の
他
の
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
」「
衣
類
」
の
中
に
粗

大
ご
み
が
混
入
し
て
い
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。「
そ
の
他
の
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
」
に
は
ポ
リ
バ
ケ
ツ
や
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
製
の
お
も
ち
ゃ
・
衣
装
ケ
ー

ス
等
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
は
含
ま

れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、「
衣
類
」
に
は

毛
布
、
布
団
、
枕
、
カ
ー
テ
ン
等
の

布
類
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
の
他
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
、
ペ
ッ

ト
ボ
ト
ル
、
衣
類
（
衣
服
）
は
指
定

袋
に
入
れ
て
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
当
日
の
午
前
8
時
ま
で
に
指
定
の

場
所
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
、
左
記
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

問　

生
活
環
境
課  

廃
棄
物
対
策
係

　
　
（
内
線
１
９
７
）

　
　

岩
出
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

　
　

☎
62
‐
０
８
１
４ 　

資源ごみの分別にご協力をお願いします
　岩出市では、資源ごみの分別としてその他のプラスチック類、紙類（新聞、雑誌・チラシ、段ボール、紙パッ

ク）、ペットボトル、衣類に分類しています。

　しかしながら、衣類として出されているごみに、毛布等の粗大ごみが混入されていることが多くあります。分

別により、ごみの減量化・再資源化にご協力をお願いします。

問　生活環境課　廃棄物対策係（内線 186）

回収区域
不燃物回収日

（カン・ビン類）
資源ごみ

回収日

県道泉佐野岩出線

より東側の地域
7日・21日

（第1・3水曜日）
2日、9日

16日、23日

県道泉佐野岩出線

より西側の地域
14日・28日

（第2・4水曜日）
1日、8日

15日、22日

12 月の不燃物と資源ごみの回収予定日

犬
・
猫
の
飼
育
は
飼
い

主
の
責
任
と
愛
情
で

○
犬
は
、
綱
や
鎖
で
つ
な
い
で
飼
う

か
、柵
・
ゲ
ー
ジ
の
中
や
室
内
で
飼
っ

て
く
だ
さ
い
！

・  

散
歩
時
は
、
必
ず
犬
を
引
き
綱
や

　

鎖
な
ど
で
つ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

○
鑑
札
、
注
射
済
票
は
必
ず
犬
の
首

輪
な
ど
に
付
け
ま
し
ょ
う
！

・ 

万
が
一
の
行
方
不
明
に
な
っ
た
と

　

き
、「
鑑
札
・
注
射
済
票
」
が
迷

　

い
犬
札
に
な
り
ま
す
。

○
ふ
ん
尿
の
後
始
末
を
確
実
に
行

い
、
悪
臭
等
で
周
辺
住
民
に
迷
惑
を

か
け
な
い
よ
う
に
飼
養
し
て
く
だ
さ

い
！

・  
散
歩
時
は
、
ふ
ん
袋
や
尿
を
洗
い

　

流
す
水
を
携
帯
し
て
、
排
泄
物
を

　

適
切
に
処
理
し
て
く
だ
さ
い
。

○
鳴
き
声
で
周
辺
住
民
に
迷
惑
を
か

け
な
い
よ
う
、
無
駄
吠
え
を
さ
せ
な

い
し
つ
け
を
し
て
く
だ
さ
い
。

○
猫
の
ふ
ん
尿
等
で
困
っ
て
い
る
と

い
う
相
談
が
増
え
て
い
ま
す
。
室
内

で
の
飼
養
に
努
め
、
飼
い
猫
が
周
辺

住
民
に
迷
惑
を
か
け
る
こ
と
が
な
い

よ
う
、
し
つ
け
を
お
願
い
し
ま
す
。

問　

生
活
環
境
課  

生
活
環
境
係

　
　
（
内
線
１
８
５
）

○衣類として資源ごみで出せるもの

○粗大ごみとして出すもの

シャツ ジーンズ等 靴下など

布団・毛布 ダウンなど

布団が入ったごみ袋

これらは資源

ごみでは収集

で き ま せ ん。

きちんと分別

し、粗大ごみ

として処理し

ましょう。

岩出市役所・・・〒 649-6292（住所不要）☎ 62-2141（代）
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募　

集

第
12
期
岩
出
市
と
き
め

き
交
通
大
学
学
生
募
集

　

平
成
29
年
度
第
12
期
岩
出
市
と
き

め
き
交
通
大
学
の
学
生
募
集
を
行
い

ま
す
。

　

岩
出
市
と
き
め
き
交
通
大
学
で

は
、
高
齢
者
の
交
通
事
故
防
止
と
交

岩
出
市
立
学
校
臨
時
職

員
（
介
助
員
）
の
募
集

○
募
集
人
数　

1
名

○
勤
務
内
容　

　

支
援
を
必
要
と
す
る
児
童
生
徒
の

学
校
生
活
介
助
業
務

○
募
集
資
格

　

地
方
公
務
員
法
第
16
条
に
規
定
す

る
欠
格
条
項
に
該
当
し
な
い
方

○
雇
用
期
間

　

平
成
29
年
1
月
16
日
〜
3
月
31
日

○
勤
務
時
間

・
介
助
員　

　

午
前
8
時
〜
午
後
4
時
30
分
を
基

本
と
し
学
校
長
の
裁
量
に
委
ね
る

　

週
5
日
勤
務
（
月
〜
金
曜
日
）

　

た
だ
し
、
祝
日
・
振
替
休
日
・
学

校
の
休
業
日
は
休
み
。

○
賃
金　

日
額
７
，
０
４
０
円

○
通
勤
手
当　

　

職
員
に
準
じ
通
勤
距
離
に
応
じ
て

支
給
（
片
道
2
ｋ
ｍ
以
上
）　

○
社
会
保
険　

　

健
康
保
険
、
厚
生
年
金
、
雇
用
保

険○
受
付
期
間　

　

12
月
16
日
（
金
）
ま
で

　
（
午
前
9
時
〜
午
後
5
時
30
分
）　

※
土
・
日
・
祝
を
除
く
。

　

郵
送
可
能
（
12
月
16
日
必
着
）

○
提
出
書
類　

　

履
歴
書
（
写
真
添
付
）
1
通

※
提
出
書
類
は
返
却
し
ま
せ
ん
。

※
後
日
、
面
接
日
等
を
本
人
あ
て
に

通
知
し
ま
す
。

問　

教
育
総
務
課  

学
校
教
育
係

　
　
（
内
線
２
９
７
）

放
送
大
学
　

4
月
生
募

集
の
お
知
ら
せ

　

ご
み
を
河
川
、
堤
防
、
道
路
な
ど

に
捨
て
た
場
合
に
は
、
廃
棄
物
の
処

理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
に
よ
り

処
罰
さ
れ
ま
す
。

　

ポ
イ
捨
て
や
不
法
投
棄
は
、
環
境

汚
染
を
招
く
な
ど
、
多
く
の
皆
さ
ま

に
多
大
な
迷
惑
と
な
り
ま
す
の
で
、

こ
う
し
た
社
会
の
ル
ー
ル
や
マ
ナ
ー

に
反
す
る
行
為
は
や
め
ま
し
ょ
う
！

　

ご
み
を
出
す
場
合
、
き
ち
ん
と
分

別
し
、
不
適
切
な
ご
み
が
混
ざ
っ
て

い
な
い
か
確
か
め
、
市
の
指
定
袋
に

入
れ
、
収
集
日
に
決
め
ら
れ
た
集
積

場
所
に
出
し
ま
し
ょ
う
！

問　

生
活
環
境
課  

廃
棄
物
対
策
係

　
　
（
内
線
１
９
７
）

ご
み
の
不
法
投
棄
禁
止

自
動
通
話
録
音
機
無
料

貸
与
し
ま
す

通
安
全
意
識
の
高
揚
を
目
的
と
し

て
、
４
月
か
ら
翌
年
１
月
ま
で
毎
月

１
回
、
参
加
体
験
型
の
交
通
安
全
講

習
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

○
対
象　

年
齢
65
歳
以
上
で
岩
出
市

　
　
　
　

在
住
の
方

※
運
転
免
許
の
有
無
を
問
い
ま
せ
ん
。

○
募
集
定
員　

25
名

○
募
集
期
間

　

平
成
29
年
２
月
末
日
ま
で

　

定
員
に
な
り
次
第
、
募
集
を
締
め

切
り
ま
す
の
で
、
お
早
め
に
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

※
参
加
費
用
は
無
料
で
す
。

問　

総
務
課  
交
通
防
犯
係

　
　
（
内
線
１
２
６
）

  

子 

育 

て

　

相　

談

 
お
知
ら
せ

講
座
・
催
し

　

募　

集

環
境
・
エ
コ

健
康
・
介
護

 

税
・
料
金

 

大
会
結
果

くらしの情報
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放
送
大
学
は
テ
レ
ビ
等
、
ラ
ジ

オ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
し
て
学

ぶ
通
信
制
の
大
学
で
す
。

○
出
願
期
間

　

第
1
回　

2
月
28
日
ま
で

　

第
2
回　

3
月
20
日
ま
で　

　

詳
し
く
は
、
左
記
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

問　

放
送
大
学
和
歌
山
学
習
セ
ン
タ

　
　

ー

　

☎
０
７
３
‐
４
３
１
‐
０
３
６
０

　

振
り
込
め
詐
欺
等
の
被
害
防
止
の

た
め
自
動
通
話
録
音
機
を
無
料
で
貸

与
し
ま
す
。
警
告
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
録

音
機
能
に
よ
り
被
害
を
未
然
に
防
ぐ

効
果
が
期
待
で
き
ま
す
。

※
緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
等
を
す
で
に

設
置
し
て
い
る
場
合
は
、
誤
作
動
を

起
こ
す
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

○
対
象
者（
市
内
在
住
の
65
歳
以
上
）

・
ひ
と
り
暮
ら
し
ま
た
は
高
齢
者
の

　

み
の
世
帯
の
方

・
日
中
高
齢
者
の
み
と
な
る
時
が
あ

　

る
世
帯
の
方

○
貸
与
台
数　

15
台
程
度

　
（
応
募
多
数
の
場
合
：
抽
選
）

○
申
込
期
間

　

12
月
22
日
（
木
）
必
着

○
申
込
方
法　

　

自
動
通
話
録
音
機
貸
与
申
込
書
と

本
人
確
認
書
類
（
写
し
）
を
市
長
公

室
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
代
理
で
も
申
請
可
。
詳
し
く
は
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問　

市
長
公
室  

秘
書
係

　
　
（
内
線
１
１
４
）
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ふ  

れ  

あ  

い  

学  

級

○
生
活
講
座

　
「
探
ろ
う
生
き
物
の
世
界
」

○
講
師　

動
物
教
材
研
究
所
（
ポ
ケ

　
　
　
　

ッ
ト
）
主
宰

　
　
　
　

松ま
つ
も
と本　

朱あ
け
み実　

氏

○
時
間　

午
後
1
時
30
分
か
ら

▼
根
来
学
園

　

日
付　

12
月
5
日
（
月
）

　

場
所　

根
来
地
区
公
民
館

▼
上
岩
出
学
園

　

日
付　

12
月
12
日
（
月
）

　

場
所　

上
岩
出
地
区
公
民
館

▼
山
崎
学
園

　

日
付　

12
月
14
日
（
水
）

　

場
所　

山
崎
地
区
公
民
館

▼
岩
出
学
園

　

日
付　

12
月
19
日
（
月
）

　

場
所　

岩
出
地
区
公
民
館

▼
紀
泉
台
学
園

　

日
付　

12
月
21
日
（
水
）

　

場
所　

紀
泉
台
地
区
公
民
館

※
ふ
れ
あ
い
学
級
生
随
時
募
集

○
対
象
者

　

岩
出
市
に
在
住
す
る
60
歳
以
上
の

方問　

生
涯
学
習
課  

生
涯
学
習
推
進
係

　
　
（
内
線
２
８
４
）

講
座
・
催
し

公
民
館
講
座
（
一
般
）

の
お
知
ら
せ

　
「
ギ
リ
先
生
と
イ
ン
ド
式
ヨ
ガ
＆

ス
パ
イ
ス
チ
ャ
イ
体
験
教
室
」

　

今
人
気
上
昇
中
の
イ
ン
ド
式
ヨ
ガ

と
身
体
の
温
ま
る
ス
パ
イ
ス
チ
ャ
イ

作
り
を
体
験
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

○
日
時

　

平
成
29
年
１
月
28
日
（
土
）

　

午
前
10
時
〜
正
午

○
場
所　

桜
台
地
区
公
民
館

○
定
員　

30
名

○
費
用　

２
０
０
円

○
対
象　

18
歳
以
上
の
岩
出
市
民

○
準
備
す
る
も
の

　

運
動
服
・
薄
い
毛
布
・
タ
オ
ル
・

　

ヨ
ガ
マ
ッ
ト
も
し
く
は
バ
ス
タ
オ

　

ル
（
必
須
）

○
申
込
方
法

　

郵
便
は
が
き
に
「
住
所
・
氏
名
・

生
年
月
日
・
電
話
番
号
・
ア
レ
ル

ギ
ー
（
お
持
ち
の
方
）」
を
記
入
の

上
、「
〒
６
４
９
‐
６
２
９
２
岩
出

市
西
野
２
０
９
番
地
岩
出
市
教
育
委

員
会
生
涯
学
習
課
公
民
館
係
」
ま
で

12
月
22
日
（
木
）
必
着
で
お
申
し
込

み
く
だ
い
。

　

な
お
、
申
し
込
み
多
数
の
場
合
は

抽
選
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の

で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

問　

生
涯
学
習
課  

公
民
館
係

　
　
（
内
線
２
８
５
・
２
８
６
）

「創業セミナー」の開催について

日時 場所 テーマ 講義内容 備考

1月14日（土）

午後1時
　  ～5時 岩出市商工会

経　　営 ①創業に必要な手続きについて 創業セミナーに参加

し、一定の要件を満

たした場合、創業時

の優遇措置が受けら

れる証明書を市が発

行します。

②事業計画書の策定・助言等経営全般

1月21日（土） 販路開拓 ①マーケティング戦略について
②販売におけるITの活用手法について等販路開拓全般

1月28日（土） 人材育成 ①人を雇用するときのルールについて
②人事労務管理について等人材育成全般

2月  4日（土） 財　　務 ①創業のための融資制度
②企業運営に必要な税務・経理知識について等財務全般

○対象者　岩出市内で創業（第二創業を含む）を目指している方又は創業後５年未満の方　　○定員　30 名（先着順）

○申込み　申込書に必要事項を記入し、下記までお申し込みください。申込書は岩出市商工会、岩出市役所産業振興

　　　　　課に備え付けてあるほか、岩出市商工会及び市ウェブサイトからダウンロードすることができます。

○優　遇　①株式会社を設立する際の登記にかかる登録免許税が軽減（資本金の 0.7％→ 0.35％）されます。※最低

　　　　　税額は 15 万円のところ 7.5 万円に減額②無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が 1,500 万円に

　　　　　拡充されます。③創業関連保証の特例について、事業開始 6 か月前から利用の対象となります。※優遇

　　　　　条件や詳しい内容については、　岩出市商工会又は市ウェブサイトをご覧いただくか、お問い合わせくだ

　　　　　さい。　　　　問　岩出市商工会（荊本 77 ‐ 3）☎ 62 ‐ 7111　http://www2.w-shokokai.or.jp/iwade/

　創業支援事業計画に基づく「創業セミナー」について、下記のとおり開催します。

～岩出市で開業をお考えの方へのご案内～ 受講無料

岩出市役所・・・〒 649-6292（住所不要）☎ 62-2141（代）

岩
出
市
水
道
の
検
針
員

を
募
集
し
ま
す

○
業
務
内
容

　

水
道
メ
ー
タ
ー
の
検
針

○
採
用
日

　

平
成
29
年
２
月
１
日

○
募
集
人
数　

１
名

○
募
集
資
格

①
岩
出
市
に
住
所
を
有
す
る
方

②
採
用
日
で
満
70
歳
に
達
し
て
い
な

　

い
方

○
受
付
期
間

　

12
月
９
日
（
金
）
ま
で

○
提
出
書
類

　

履
歴
書
１
通　
（
写
真
貼
付
）

　

※
郵
送
可
（
12
月
９
日
必
着
）

○
面
接
日
等

　

後
日
本
人
あ
て
通
知
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
上
下
水
道
業
務
課
上

水
道
係
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

問　

上
下
水
道
業
務
課  

上
水
道
係

        （
内
線
２
６
７
・
２
９
５
）



19　　広報いわで　2016・12

総
合
体
育
館
ア
リ
ー
ナ

で
遊
ぼ
う
！

　

市
民
総
合
体
育
館
で
は
、
ア
リ
ー

ナ
（
大
ホ
ー
ル
）
を
一
般
開
放
し
て
、

市
民
の
皆
さ
ん
に
ス
ポ
ー
ツ
を
楽
し

ん
で
い
た
だ
き
、
健
康
と
体
力
の
保

持
増
進
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

○
日
時　

12
月
24
日
（
土
）

　
　
　
　

午
前
10
時
〜
午
後
4
時

○
種
目　

卓
球
・
バ
ド
ミ
ン
ト
ン

○
入
場
料　

無
料

○
注
意
事
項

・
ア
リ
ー
ナ
使
用
に
は
上
履
き
が
必

　

要
で
す
。

・
使
用
中
の
け
が
な
ど
に
つ
い
て
は

　

応
急
処
置
の
み
行
い
ま
す
が
、
そ

　

の
他
の
責
任
は
負
い
ま
せ
ん
。

・
使
用
者
多
数
の
場
合
は
、
入
場
制

　

限
を
行
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
左
記
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

問　

生
涯
学
習
課  

ス
ポ
ー
ツ
健
康
係

　
　

☎
62
‐
０
３
７
０

岩
出
警
察
署
か
ら
の
お

知
ら
せ

　『
年
末
年
始
に
お
け
る
犯
罪
被
害

防
止
』

　

年
末
年
始
は
、
人
の
動
き
が
あ
わ

た
だ
し
く
な
り
、
事
件
事
故
が
多
発

す
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

　

次
の
点
に
注
意
し
て
、
事
件
や
事

故
の
被
害
に
遭
わ
な
い
よ
う
に
し

て
、
明
る
い
新
年
を
迎
え
て
く
だ
さ

い
。

○
空
き
巣
な
ど
家
屋
に
侵
入
す
る
ド

　
ロ
ボ
ー
対
策

①
外
出
す
る
と
き
は
、
戸
締
ま
り
を

　

忘
れ
ず
に
。

②
窓
や
ド
ア
に
補
助
錠
を
取
り
付
け

　

る
。

○
乗
り
物
盗
対
策

①
自
転
車
の
鍵
か
け
を
忘
れ
な
い
。

②
自
転
車
、
オ
ー
ト
バ
イ
に
は
２
つ

　

以
上
鍵
を
か
け
る
。

③
自
動
車
か
ら
離
れ
る
と
き
は
、
必

　

ず
ド
ア
ロ
ッ
ク
を
す
る
。

○
車
上
ね
ら
い
対
策

①
車
か
ら
離
れ
る
と
き
は
、
車
内
に

　

荷
物
を
置
か
な
い
。

②
短
時
間
車
か
ら
離
れ
る
場
合
で
も

　

ド
ア
ロ
ッ
ク
を
確
実
に
す
る
。

③
窓
を
開
け
た
ま
ま
に
し
な
い
。

○
ち
か
ん
や
子
ど
も
の
安
全
対
策

①
帰
宅
が
遅
く
な
る
と
き
は
、
家
の

　

人
に
迎
え
に
き
て
も
ら
う
。

②
夜
間
は
で
き
る
だ
け
明
る
い
道
路

　

を
通
る
。

③
防
犯
ブ
ザ
ー
な
ど
を
携
帯
す
る
。

　

他
に
も
注
意
す
べ
き
点
は
い
ろ
い

ろ
と
あ
り
ま
す
が
、「
犯
罪
の
な
い

安
全
で
安
心
で
き
る
街
づ
く
り
」
の

た
め
、
皆
さ
ま
の
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

問　

岩
出
警
察
署
☎
63
‐
０
１
１
０

ド
ラ
イ
バ
ー
の
皆
さ
ん

ご
存
知
で
す
か
？

　

日
本
自
動
車
連
盟
（
Ｊ
Ａ
Ｆ
）
の

実
施
し
た
全
国
調
査
の
結
果
、
信
号

機
の
な
い
横
断
歩
道
を
渡
ろ
う
と
す

る
歩
行
者
が
い
て
も
、
９
割
以
上
の

ド
ラ
イ
バ
ー
が
、
車
両
を
一
時
停
止

さ
せ
ず
に
通
過
し
て
い
た
こ
と
が
わ

か
り
ま
し
た
。

　

道
路
交
通
法
で
は
、
信
号
機
の
な

い
横
断
歩
道
や
、
横
断
歩
道
が
設
置

さ
れ
て
い
な
い
道
路
で
は
、
歩
行
者

が
優
先
で
あ
り
、
渡
ろ
う
と
す
る
歩

行
者
が
い
る
際
は
、
そ
の
手
前
で
車

両
を
一
時
停
止
さ
せ
、
通
行
を
妨
げ

て
は
な
ら
な
い
等
と
定
め
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

ま
た
、
違
反
者
に
は
罰
則
が
科
さ

れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

信
号
機
の
あ
る
横
断
歩
道
で
も
、

渡
ろ
う
と
し
て
い
る
歩
行
者
が
、
子

供
や
高
齢
者
の
場
合
、
急
に
飛
び
出

す
お
そ
れ
も
あ
る
た
め
、
注
意
が
必

要
で
す
。

　

交
通
事
故
を
な
く
す
た
め
、
ル
ー

ル
を
守
り
、
思
い
や
り
の
あ
る
運
転

を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

問　

総
務
課  

交
通
防
犯
係　

　
　
（
内
線
１
２
６
）

ふ
ら
っ
と
シ
ア
タ
ー

　

今
月
は
、
実
話
を
基
に
し
た
韓
国

の
ハ
ー
ト
ウ
ォ
ー
ミ
ン
グ
・
ス
ト
ー

リ
ー
「
裸
足
の
ギ
ボ
ン
」
を
上
映
し

ま
す
。
少
年
の
よ
う
に
ピ
ュ
ア
な
心

を
持
つ
主
人
公
ギ
ボ
ン
と
年
老
い
た

母
、
お
互
い
を
思
う
気
持
ち
か
ら
生

ま
れ
た
小
さ
な
奇
跡
の
物
語
で
す
。

○
日
時　

12
月
2
日
（
金
）

　
　
　
　

午
後
１
時
30
分
〜

○
場
所　

岩
出
図
書
館　

大
会
議
室

○
定
員　

１
０
０
名
（
先
着
）

※
入
場
は
無
料

問　

福
祉
課  

人
権
啓
発
係

　
　
（
内
線
３
２
１
）

　
　

岩
出
図
書
館
☎
62
‐
７
２
２
２

第
11
回
岩
出
市
新
春

「
初
蹴
り
」
フ
ッ
ト
サ
ル

大
会
を
開
催
し
ま
す

○
日
時　

平
成
29
年
1
月
2
日（
月
）

　
　
　
　

午
前
9
時
30
分
集
合

　
　
　
　

午
前
10
時
開
会

○
場
所　

岩
出
中
学
校
運
動
場

お
知
ら
せ

12
月
4
日
（
日
）
は
、

一
日
防
火
デ
ー
で
す

　

岩
出
市
で
は
火
災
の
多
い
シ
ー
ズ

ン
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
火
災
予
防

運
動
の
一
環
と
し
て
、
市
民
の
防
火

思
想
の
高
揚
を
図
る
た
め
、
毎
年
12

月
の
第
１
日
曜
日
（
今
年
は
、
12
月

４
日
）
を
、
一
日
防
火
デ
ー
と
し
て

い
ま
す
。

　

つ
き
ま
し
て
は
、「
一
日
防
火

デ
ー
」
と
し
て
、
区
・
自
治
会
等
で

消
火
訓
練
を
計
画
し
、
地
区
担
当
の

消
防
団
と
打
ち
合
わ
せ
の
う
え
、
住

民
の
皆
さ
ん
で
消
火
器
の
正
し
い
使

用
方
法
の
習
得
等
を
目
的
と
し
た
効

果
あ
る
訓
練
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

問　

総
務
課  

危
機
管
理
係

　
　
（
内
線
１
２
２
）

  

子 

育 

て

　

相　

談

 
お
知
ら
せ

講
座
・
催
し

　

募　

集

環
境
・
エ
コ

健
康
・
介
護

 

税
・
料
金

 

大
会
結
果

くらしの情報

　
（
雨
天
時
は
岩
出
中
学
校
体
育

館
・
岩
出
市
立
体
育
館
で
の
開
催
と

な
り
、
上
靴
が
必
要
に
な
り
ま
す
。）

○
種
目
（
5
人
制
）

▽
小
学
生
低
学
年
の
部
▽
小
学
生
高

学
年
の
部
▽
中
学
生
の
部
▽
高
校
・

一
般
の
部
▽
女
子
の
部

※
リ
フ
テ
ィ
ン
グ
大
会
も
あ
り
ま
す
。

○
参
加
料
　
無
料　

○
締
切
日　

12
月
22
日
（
木
）

申
・
問　

山
本
☎
０
９
０
‐
６
０
６

　

６
‐
６
３
３
７
ま
た
は
生
涯
学
習

　

課  
ス
ポ
ー
ツ
健
康
係
☎
62
‐
０

　

３
７
０
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〔住所〕〒649‐6211　岩出市東坂本672

〔電話〕62-4029　〔FAX〕63-2570　

〔HP〕http://www.w-botanicalgarden.jp

緑 花 セ ン タ ー

の お 知 ら せ

緑緑 花花

のの

12月の休園日

      6日（火）、 13日（火）
   20日（火） 　  
   27日（火）～31日（土）

【展示会】

12月3日（土）～4日（日） 福和盆栽銘風展 午前9時～午後4時30分

12月9日（金）～11日（日） 冬の洋ラン展 午前9時～午後5時（最終日：午後4時30分まで）

【教　室】

1月8日（日） 1月の寄せ植え教室 午後1時30分～3時、参加費1,800円、事前申込要

1月9日（月・祝） バラの手入れ教室 午後1時30分～4時、参加費300円、事前申込要

【イベント】

1月3日（火） 箏・初春コンサート 午後1時30分～2時30分

大
会
結
果

岩
出
市
ペ
タ
ン
ク
協
会

9
月
定
例
大
会

○
日
時　

10
月
6
日
（
木
）

○
場
所　

大
宮
神
社
境
内
練
習
場

▽
ト
リ
プ
ル
ス
の
部

１
位
　
大
塚
勲
・
的
崎
千
津
子

　
　
　
・
田
中
勝
子

２
位　

浜
野
幸
雄
・
薮
下
進

　
　
　

・
細
谷
小
夜
子

３
位　

西
川
勝
美
・
宮
村
静
子

　
　
　

・
松
本
菊
子

※
岩
出
市
ペ
タ
ン
ク
協
会
主
催

・1 枠 10,000 円（最大 3 枠）
・6 か月以上の掲載で 1 枠 8,000
　円に！
市ウェブサイトのバナー広告もあ
ります！お問い合わせください。

広報いわでに広告を掲載
しませんか？

問　市長公室（内線 119）

建築士による木造耐震診断がえっ！
※件数に限りがあります。

◎安全安心な生活を送るために…

☆そのほか、住宅の耐震化に関する補助制度が盛りだくさん！まずは、お気軽にお問
い合わせください！耐震ベッド・耐震シェルター設置工事の補助などもあります！　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問　都市計画課（内線 225）

無料
対象住宅：昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工された木造住宅
　　　　　２階建て以下、延床面積 200㎡以下

！

お正月は 1 月 2 日（月）より開園いたします。

受付時間 9:45 ～ 10:00

（平成 25 年 5 月生）

（平成 26 年 5 月生）

　　　　　　　　（予約制）

岩出市役所・・・〒 649-6292（住所不要）☎ 62-2141（代）

給
付
金
の
申
請
受
付
に

つ
い
て

　

次
の
２
つ
の
給
付
金
の
申
請
受
付

を
実
施
し
て
い
ま
す
。

①
「
平
成
28
年
度
臨
時
福
祉
給
付 

　

金
」

②
「
低
所
得
の
障
害
・
遺
族
基
礎
年

金
受
給
者
向
け
給
付
金
（
年
金
生
活

者
等
支
援
臨
時
福
祉
給
付
金
）」

※
対
象
と
思
わ
れ
る
方
に
は
、
申
請

書
等
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

○
申
請
受
付
期
間

　

平
成
29
年
2
月
15
日
ま
で

　
（
郵
送
の
場
合
、
当
日
必
着
）

　

支
給
要
件
等
、
詳
し
く
は
、
次
の

問
い
合
わ
せ
先
ま
た
は
市
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問　

専
用
ダ
イ
ヤ
ル
☎
０
１
２
０
‐

　

１
１
９
２
‐
５
９

　
（
平
日
：
午
前
9
時
〜
午
後
5
時
）

　

市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

　

http://w
w

w
.city.iw

ade.lg.jp/f

　

ukushi/rinjikyufukin2016.h

　

tm
l
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問　 保健推進課  保健推進係

　　 ☎ 61-2400

乳幼児健康診査

■ 4 か月児（平成 28 年 8 月生）
受付時間 13:00 ～ 13:15

19 日（月）・20 日（火）

■ 7 か月児（平成 28 年 5 月生）
13 日（火）・14 日（水）

■ 1 歳 8 か月児

  6 日（火）・   7 日（水） 

受付時間 13:00 ～ 13:30
■ 3 歳 6 か月児

  9 日（金）・16 日（金） 

受付時間 9:00 ～ 9:30
■ 10 か月児

  6 日（火）・   7 日（水）

乳幼児健康相談

■ 2 歳 6 か月児

  9 日（金）・16 日（金）

栄養教室（離乳食）
受付時間 9:45 ～ 10:00

12 日（月）

内容：離乳食について

場所：総合保健福祉センター

乳幼児保健事業予定表

12月

育て子
コーナーみ

ん
な
あ
つ
ま
れ

　
　
　

い
わ
で
っ
子

1 月 対         象 あそび 時間 場所 定員

  6 日（金）

20 日（金）

0 歳児

（平成 27 年 4 月 2 日以

降に生）

鬼の面づくり
午前10時30分～

　　　　11時30分

総合保健福祉

センター

10 組

10 日（火）

24 日（火）

１歳児

（平成 26 年 4 月 2 日生

～平成 27 年 4 月 1 日生）

10 組

23 日（月）

30 日（月）

２歳児

（平成 25 年 4 月 2 日生

～平成 26 年 4 月 1 日生）

15 組

　

地
域
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
で

は
、
親
子
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

を
深
め
、
み
ん
な
で
楽
し
い
ひ
と
と

き
が
過
ご
せ
る
よ
う
に
、
ふ
れ
あ
い

遊
び
な
ど
を
実
施
し
ま
す
。

○
受
付
開
始
日

・
0
歳
児
…
12
月
7
日
（
水
）
〜　

・
1
歳
児
…
12
月
8
日
（
木
）
〜　

・
2
歳
児
…
12
月
9
日
（
金
）
〜　

　

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

　

電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
定
員
に
な
り
し
だ
い
終
了
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

問　

地
域
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー　

　
　

☎
61
‐
２
９
８
３

（平成 27 年 4 月生）  

（平成 25 年 5 月生）

（平成 28 年 1 月生）

（平成 26 年 5 月生）

　　　　　　　　（予約制）

簡
単
ク
ッ
キ
ン
グ

　

気
持
ち
に
ゆ
と
り
を
持
て
ば
、
子

育
て
も
楽
し
く
な
り
ま
す
。

　

お
子
さ
ん
の
た
め
に
簡
単
ク
ッ
キ

ン
グ
に
参
加
し
ま
せ
ん
か
！

〇
日
時　

12
月
26
日
（
月
）

         　
　

午
前
10
時
〜
正
午

〇
場
所　

総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

〇
対
象　

子
育
て
中
の
保
護
者

〇
定
員　

15
組

○
１
歳
児
以
上
の
一
時
保
育
あ
り

※
希
望
の
方
は
、
12
月
5
日
（
月
）

か
ら
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。
受
付
時
間
は
午
前
９
時
か
ら
午

後
５
時
ま
で
で
す
。

問　

地
域
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー　

　
　

☎
61
‐
２
９
８
３

○
場
所　

総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　

3
階　

小
ホ
ー
ル

○
持
参　

お
子
さ
ん
に
必
要
な
物　

　
　
　
　
（
飲
み
物
は
お
茶
の
み
可
）

問　

保
健
推
進
課  

保
健
推
進
係

　
　

☎
61
‐
２
４
０
０

子
育
て
ひ
ろ
ば

　
　
　
　
　

あ
い
あ
い

○
日
時　

12
月
14
日
（
水
）

　

午
前
9
時
30
分
〜
11
時
30
分

マ
タ
ニ
テ
ィ
・
サ
ロ
ン

あ
い
愛

○
日
時　

12
月
5
日
（
月
）

　

午
後
1
時
30
分
〜
3
時
30
分

○
場
所　

総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　

2
階　

和
室
28
帖

○
内
容　

絵
本
と
わ
ら
べ
歌

※
事
前
予
約
は
い
り
ま
せ
ん
。

問　

保
健
推
進
課  

保
健
推
進
係

　
　

☎
61
‐
２
４
０
０

平
成
29
年
度
保
育
所
等

利
用
申
込
み
（
2
次
）

○
対
象
児
童

  

子 

育 

て

　

相　

談

 
お
知
ら
せ

講
座
・
催
し

　

募　

集

環
境
・
エ
コ

健
康
・
介
護

 

税
・
料
金

 

大
会
結
果

くらしの情報

　

平
成
29
年
4
月
2
日
時
点
で
生
後

６
週
以
上
か
ら
平
成
23
年
4
月
２
日

生
ま
れ
で
、
家
庭
に
お
い
て
必
要
な

保
育
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
な
児
童

〈
申
込
み
の
受
付
に
つ
い
て
〉

　

平
成
29
年
４
月
か
ら
保
育
所
等
へ

新
規
利
用
を
希
望
す
る
方
の
み
次
の

と
お
り
受
付
を
行
い
ま
す
。

　

こ
の
募
集
は
、
一
次
募
集
の
結

果
、
定
員
に
余
裕
の
あ
る
施
設
の
利

用
調
整
と
な
り
ま
す
。

○
期
間
　

　

11
月
28
日
〜
平
成
29
年
２
月
３
日

○
場
所　

市
役
所　

子
育
て
支
援
課

※
平
成
29
年
５
月
以
降
の
利
用
を
希

望
す
る
方
は
、
随
時
募
集
と
な
り
、

今
回
の
申
込
み
は
で
き
ま
せ
ん
。

※
幼
稚
園
の
利
用
を
希
望
す
る
方

は
、
各
施
設
へ
直
接
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問　

子
育
て
支
援
課  

子
育
て
支
援
係

　
　
（
内
線
３
３
８
・
３
２
５
）
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相談 日時 場所 内容 問い合わせ先

消費生活相談
（岩出市開設）

  6日（火）・20日（火）
午後1時～4時

（  6日）市役所  1階  第1会議室B
（20日）市役所  2階  第4会議室

　悪質訪問販売や架空請求、貸金業者
からの借金問題などの消費者問題に
ついてご相談ください。
　紀の川市開設日もご利用いただけ
ます。

市長公室
（内線114）

消費生活相談
（紀の川市開設）

14日（水）・28日（水）
午後1時～4時

紀の川市役所南別館
2階相談室（小）

紀の川市商工観
光課☎79-3919

行政相談
21日（水）
午後1時～3時

総合保健福祉センター　2階

研修室

　行政サービスに関する苦情、行政の
仕組みや手続等、どんなことでもお気
軽にご相談ください。

市長公室
（内線119）

人権相談
13日（火）
午後1時～4時

総合保健福祉センター

　人権問題ではないだろうか？と感

じたときは、気軽にご相談ください。

　人権擁護委員が相談に応じます。

福祉課  人権啓
発係（内線321）

教育相談
月～金
午前8時45分～
　　 午後5時30分

○スクールカウンセラー
　・山崎小学校・山崎北小学校
　・上岩出小学校
　・岩出中学校・岩出第二中学校
○スクールソーシャルワーカー
　・岩出中学校・岩出第二中学校
○岩出市青少年センター

　
　岩出市内の小中学生や保護者の方
を対象に、学習や生活、不登校や子育
て等教育全般に関する相談を受け付
けています。

・在籍の小中学校
・青少年センター
☎61-7007

・教育総務課
 （内線290）

○適応指導教室「フレンド」
　岩出市内の小中学校に在籍する児
童生徒の、不登校や子育てに関する相
談を受け付けています。

・適応指導教室 
☎62-0892

子育て相談

月～金
午前9時～午後5時

和歌山県立医科大学
小児成育医療支援室

　子育ての悩みなどの相談を受け付
けています。電話で相談後、相談内容
で面談が必要であれば、予約日を決め
て来院していただきます。

和歌山県立医科
大学小児成育医
療支援室☎
073-441-0808毎週木曜日

午後2時～4時
公立那賀病院

健康相談
毎週月曜日
午前9時30分～11時

総合保健福祉センター 健康や育児等について
保健推進課
☎61-2400

ふれあい相談
毎週月曜・金曜日
午前9時～午後4時

総合保健福祉センター

家事（離婚、相続、遺言、夫婦関係等）・
事故・民事（破産・損害賠償等）・行政・
労働問題など

社会福祉協議会

☎63-3246
ふれあい専門
相談

第3火曜日
午後1時～4時

税務相談

第4火曜日
午後1時～4時

民事・登記相談

岩出市役所☎ 62-2141（代）

困 ったときは

こちらまで

相談してください困12
月

岩出市役所・・・〒 649-6292（住所不要）☎ 62-2141（代）
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生涯学習課　青少年女性係　☎ 62-2141（内線 282・283）

青少年健全育成 コーナー

平成 29 年成人式のお知らせ

○開催日時
　平成 29 年１月 9 日（月・祝）成人の日

　　　受付：午前９時から

　　　開式：午前９時 30 分

○開催場所
　岩出市立市民総合体育館　アリーナ

○対象者
　平成８年４月２日から平成９年４月１日までに生まれた方で、以下のどちらかに該当する方

　　・現在、岩出市に在住している方（住民票を有している）

　　・現在、岩出市に在住していないが、中学校卒業時（平成 24 年 3 月 31 日）まで、岩出市に住民票を有していた

　　　方

　※対象者には案内状を 12 月中旬に送付予定です。当日は案内状をお持ちください。なお、12 月中旬以降になって

　　も案内状が届かない場合は、生涯学習課　青少年女性係までお問い合わせください。

○内容
　第１部　式典

　第２部　記念イベント

　第３部　記念撮影

○主催
　岩出市・岩出市教育委員会

　ご両親や祖父母の皆さまも、ぜひご参加ください。なお、当日は華美な服装はご遠慮ください。

　新成人を励ますとともに、社会人としての自覚を促すことを目的として成人式を開催します。
対象となる方はぜひご出席ください。

※会場への酒類や危険物等の持ち込みは固く禁止します※

岩出市青少年育成市民会議　地区委員の選任について（お願い）

　岩出市青少年育成市民会議は、青少年の健やかな成長を願い、各種活動に取り組んでいる団体です。その活動に積極的

に参加・協力いただく地区委員の方を各区・自治会等から選任いただいています。

　地区委員の選任についての案内を 12 月、自治会等代表者届と一緒に送付しますので、岩出市を担う青少年の健全育成

に一緒にお取り組みくださいますようお願いします。

  

子 

育 

て

　

相　

談

 
お
知
ら
せ

講
座
・
催
し

　

募　

集

環
境
・
エ
コ

健
康
・
介
護

 

税
・
料
金

 

大
会
結
果
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図書館 へ

岩出図書館

行こう

（根来1472-1）
☆本はおひとり１０冊まで２週間借りることができます。
☆視聴覚資料はおひとり３点まで２週間借りられます。

印は休館日です。

休館中の本の返却は、図書館正門右の返却ポスト、または駅前ライブラリーの返却ポストをご利用ください。
なお、12月29日（木）～1月3日（火）の休館時は、図書館正門右の返却ポストに代わり、図書館玄関右のブックポス
トをご利用ください。ただし、ＤＶＤ・ビデオ・ＣＤなどの視聴覚資料、紙芝居など、破損の恐れのある資料は開館
時に直接カウンターにお返しください。※視聴覚資料は、岩出図書館カウンターにお返しください。

印は岩出図書館休館日のため、閲覧のみとなります。

図書館へ

岩出図書館

行こう
本や行事についてのお問い合わせは電話でどうぞ！

（根来1472-1）
TEL.62-7222　FAX.62-7150

12月のカレンダー
開館時間　　岩出図書館　午前10時～午後７時
　　　　　　岩出図書館を除く分館・分室　午前10時～午後6時30分

岩出図書館・駅前ライブラリー・総合保健福祉センター図書室 中央公民館図書室・上岩出地区公民館図書室

日 土金木水火月 日 土金木水火月

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

イルミネーションをお楽しみください

広告入り図書館用品の寄贈のお願い

　岩出図書館では、利用者サービスの一層の向上を図るため、「広告を掲載した物品」の寄贈を募集します。（例えば、

以下のような物品をご提案ください。）

　　　　　　　　○図書館カレンダー　　○レシート用紙　　○　館内用バッグ・かご　　○その他

　物品の仕様、募集期間、広告の入れ方などの詳細は、お手数ですが岩出図書館ウェブサイトにてご確認願います。

　ご関心のある方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

　毎年恒例のイルミネーションを 12 月 2 日（金）

から 12 月 27 日（火）まで、図書館玄関前のロー

タリーで行っています。点灯時間は午後５時～午後

７時です。皆さまのお越しをお待ちしています。

12 月のおはなし会

○図書館ボランティアによるおはなし会
  4 日（日）・ 11 日（日）・・・「おはなしドロップス」

18 日（日）・25 日（日）・・・「おはなしのとびら」

　午後 1 時 30 分から

　岩出図書館おはなし室　　

10 日（土）・・・「おはなしのじかん」

　午後２時から

　総合保健福祉センター図書室おはなし室　　

○図書館スタッフによるおはなし会
24 日（土）・・・「おはなしパレット」

　午後３時から

　岩出図書館おはなし室

「ぼくたち・わたしたちがおすすめ

　中学・高校生がポップを作成した本や、図書館ス

タッフがおすすめする本を展示します。

○期間　12 月 2 日（金）～平成 29 年 2 月 6 日（月）

○場所　岩出図書館　展示コーナー

図書館 DVD 上映会

○日時　12 月 23 日（金・祝）　

　　　　　開場　　午後 1 時 45 分

　　　　　開演　　午後 2 時

○場所　岩出図書館　大会議室

※入場は無料です（先着 100 名）

手作りでシュシュをつくろう

○日時　12 月 17 日（土）午後 2 時から

○場所　総合保健福祉センター図書室

○対象　小学生から高校生まで（小学 2 年生以下は、

　　　　保護者同伴でお願いします。）

○定員　10 名

○申込　12 月 3 日（土）から岩出図書館カウンター

　　　　または電話。

●紅白が生まれた日

　する本」展示コーナー
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まちの
iwade    town   information

パ
シャ話題 写真横のＱＲコードを携帯電話で読み込む

と、動画が再生できます。動画が再生され
ない場合は、市ウェブサイトからご覧くだ
さい。

人権について考える

　市立総合体育館において、人権を考えるつどいを開催

しました。小・中学生による作文発表や講演会など、多

くの方にお越しいただきました。

人権を考えるつどいを開催しました 11／12

おめでとうございます！

　赤十字事業の推進に寄与された方に感謝状が授与され

ました。　　　　家原　みや子　氏　　髙松　敬子　氏

　　　　　　　　土江　翠　　　氏　　畑　　光代　氏

赤十字奉仕団員が受賞されました 10／24

人権意識の普及のため

　早朝から、岩出駅・船戸駅前において、「人権を考え

る強調月間」及び「同和運動推進月間」の一環事業とし

て、合同啓発を行いました。

人権の街頭啓発を実施しました 11／1

水泳競技で見事金メダル！

　10 月 22 日～ 24 日に岩手県で開催されました第 16

回全国障害者スポーツ大会「希望郷いわて大会」の水泳

競技において、上田榮子さんが 50 ｍ自由形、25 ｍ自

由形（障害区分 02、年齢区分 2 部）で見事第 1 位に輝

かれました。

　昨年、和歌山県で開催しました「紀の国わかやま大会」

に続き二連覇を達成されました。本当におめでとうござ

います。

第 16 回全国障害者スポーツ大会

郷土料理を学ぶ

　地域に伝わる郷土料理の伝承をテーマに開催され、会

場を訪れた多くの参加者は、郷土食のランチを楽しみな

がら、郷土食について学ばれました。

第 3 回郷土食カフェが開催されました 10／22



広
報

い
わ

で
　

編
集

・
発

行
  岩

出
市

役
所

  市
長

公
室

〒
649-6292  和

歌
山

県
岩

出
市

西
野

209  ☎
0736-62-2141

総
人

口
  : 53,848

人
（

男
: 26,033

人
　

女
 : 27,815

人
）

世
帯

数
 : 22,275

世
帯

　（
平

成
28

年
10

月
末

現
在

）
電

子
メ

ー
ル

　
　

koushitsu@
city.iw

ade.lg.jp
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
　

http://w
w

w
.city.iw

ade.lg.jp/

岩出市誕生 10 周年記念

「輝く文化 はばたけ未来へ」
岩出市文化祭が盛大に開催されました。

　岩出市誕生 10 周年記念文化祭を 10 月 29 日・30 日の２日間にわたり開催しました。

　また、前夜祭として 10 月 28 日に生涯学習を考えるつどいミニ LIVE「前夜祭コンサート」を行い、双

方とも多くの方にご来場いただきました。

　文化祭式典においては、岩出市誕生 10 周年記念小中学生による絵画コンクールの表彰式を行いました。

表彰式では、優秀な作品として選ばれた 4 作品の作者に賞を授与しました。展示の部では市民の皆さま

や市内の子どもたちによる力作が数多く出展され、また、小ホールでは文化協会芸能部の方が歌や踊りを、

園児たちが可愛い演技を披露してくれました。ふれあいの広場や各種コーナーにおいても多彩な催しが行

われ多くの方で賑わい、楽しんでいただきました。


